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特 長
1．土台・骨組がすべて軽量形鋼で堅牢軽量です。
基礎杭などの必要はなく，地ならしだけで建てられます。
2．壁．屋根がパネル式で，組みたて・解体が簡単です。
すべての規格が統一されていて，応用自在です。
3．収容人員に応じて，奥行の伸縮が可能です。
4．上段ベットを外し，通路の形鋼に乗せれば平家建となります。

営業品目

①アサヒのワイヤローフ．⑥久保田のヂィーゼルエンヂン
②マッカラーチェンソー⑦久保田の発電機
③南星式集材機⑧金谷の安全タワー捲取機
④岩手富士集材機⑨山林用'、ウス「キノロッヂ」
⑤トラクテルチルホール⑩その他林業機械

I
東京都中央区日本橋茅培町1－7電(671）9626～7
名古屋市中区車町2丁目1番地奄(23)代表3171-4
札幌市南一条2ノ9番地電(3)4782･2550
秋田市亀ノ丁虎ノロ電（2）667．5826
前橋市細ケ沢町7番地電（2）6765
窩山市名田町3丁目81･番地電高山943
大阪市浪速区新川3丁目630の3番地電(63)5721－4
釧路市松浦町3の8電（2）4588
北見市北四条西6丁目電2085
甲府市相生町6番地電（3）607O
仙台市本荒町17番地電（22）7749．4442
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’牛方式ポケットコンパス

ラコン“賊‘醗．ダブルオプチカルスクェア

プラントンコンパス

最も軽快なトランシット

5分読水平分度

防水磁石盤

正像10X

アルティレベル
ハンドレベル式測高器

全一全■
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東京都大田区調布千鳥町40

牛方商会工場
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近代的設備・高度な技術・完全な品質管理

，すべてのチェーンソーに使用出来ます句

高砂チェン株式会社
東京都板橋区志村町1-14TEL(966)0106～9
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…ブナ丸太の防腐
…松丸太の吉変防止

製造元

今
農林省登録番号第3267号

三井化学工業株式会社§．
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(説明書送呈）
東京都中央区日木幡室町2の1（三井西3号208号）
樋縮日本.橘（241)719．720．3831．3966．5067
束京都中央区日本撫本石町3の4菊池ビル二階
瓶雛日本橘(241)0381(代表）
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農業の変動と林業

常務理事松形祐堯

日本農業ば大きく変動しつつある。その要因として，第一は，農業人口の変動であり，第二は食樋
消費形態の変化であり，第三には，今後における貿易の自由化動向であるといわれる。

就業人口4,600万人のうち，農業就業人口1,250万人で27影に当たるが，新卒業者145万人中腱業
に就業する者わずかに8万人（6影）にすぎない。一方，農業従事者の他産業就職者は，昭和37年だ

けでも80万人にも達している。この現象は農業人口の急激な減少と老齢化を意味している。

また，腱業生産物を規定する国民の食糧消費形態の変動も異状な様相を呈している。エンゲル係数

は40を下回っているが，そのなかにおいては，肉，牛乳，魚を含む蛋白質食料品への支出の急激な増

大が目立っている。このことは，そのような傾向に対応して，農業生産が必然的に指向すべきところ
を示すものであるが，織物中心の生産を行なう場合は，酪農を中心とする場合に比較して耕地面積は

数分の一ですむということからして，わが国農業は今までより多くの耕地面積と労働力を必要とする
こととなろう。

しかし，現実には，耕地は増加せず，農業人口は減少してきている。その結果は，食綴輸入の増加

として現われてくるのであるが，乳製品と麦類は，決定的な競争力を欠いているといわれるわが国挫

業の現状からして，将来とも米作を中心としながらも漸次酪農を増大していく方向をとらざるを得な

いものと思われる。

農政の指向するところは，自立経営農家の育成であるが（具体的手順はいろいろと考えられるが)，
このような日本農業を規程する要因を総合的に判断する場合，流動化の胎動のみられる農地対策はも
ちろんのこと，新しい国土計画，土地利用の問題として，国有林を含めた森林の処置が問題となって

くるであろう。

農業の発展を規定するこの三つの要因は，また林業にも適用されるものである。

人口変動にしても，農村地帯より山村地帯の離村率は高いと承られる。より住象にくい地帯である
ということであろう。この減少する腱山村人口をもって，狭醗な国土の高度利用を計り，森林地帯の
生産性を向上させることはきわめて困難なことである。機械化の可能な分野の少ないわが国森林にお
いては既定の造林計画を遂行することすら困難になってきている。ここに，高温多湿，植生資源の豊

富な天与の風土に適した新しい育林技術の発掘と発展，普及の要請がある。
また，食生活の変動に対応した酪農の進展は，森林地帯への牧野の侵入をみることとなろうが，こ

こにも，裕産と林誰の共ｲを計るための技術の確立はもちろん，新しい角殴からする土地利用理念と
具体手法が見出されねばならない要請がある。

なお，開放経済下における一次産品の自由化方向は，大量の外材輸入となり，すでにその圧力は，

わが国林業の将来を左右するまでになってきているが，その圧力に耐え，林業総生産の増大と生産性

の向上を計りながら，林業従事者の所得の増大を目的とするためには，経営と直結した一貫した林業
技術が確立されねばならない。

このような農業，林業をとりまく諸般の情勢下にあって政府は林業基本法を今国会に上提しようと

している。新しい技術と理念が裏付けられねばならない。これは，われわれ技術者の資任であろう。
（科学技術庁・資源局）
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水産機能に対する恩恵を感じていないようである

が，一方台風圏内にあって毎年風水害を体験する

ことにより，防災効果についてはかなり認識が高

董ってきた。しかし第二利用によって得られる国

民的・社会的な莫大な利益が，森林に還元される

率はきわめて少ない。すでに日本の流域管理に関

する理論や砂防工事の技術が世界の水準を抜いて

いる今は，この第二利用の事業がわが国の経済成

長に比例して進展しないのは，政治の貧因に基づ

くというほかない。

2．森林の第三利用

森林の第三の機能はその自然性の発揮というこ

とである。近代社会の日常生活における自然の欠

乏は，肉体的にも精神的にも人間に大きなストレ

スを加えている。これに対する反動は自然性を求

めるレクリエーションである。産業櫛造の変革と

これに伴う大衆の生活様式の近代化は，莫大な量

のレジャーと消費の増大を実現し，ここに国民の

レクリエーション活動RecreationActivityは量

質共に急激な変貌を招来した。森林をレクリエー

ションの場として利用し，あるいは観光の対象と

して森林美を観賞しようとする社会的要求は年と

共に強まりつつある。これは森林がおのずからそ

の自然性によって人間を誘致するためと解すべき

であり，その誘致力は人口密度が大で森林分布の

少ない地方ほど大きいのであるが，交通機関の発

達は遠隔地の魅力的な森林の利用をも盛んにして

いる。

森林の持つこの種の機能の利用は，往年「森林

の文化的利用」の名で呼ばれた時代があるが，私

はこれを「森林の第三利用」と名付けたい。昭和

初年日本に初めて国立公園が登場した頃と今日と

を比べると，この第三利用の様相は格段の目異を

きたしており，好むと好まざるとを問わず，現実

に第三利用の圧力は森林経営の上に大きくのしか

かってきたのである。

日本における最近数年間の国民観光旅行の動向

は，世界に類例を見ぬような伸長率を見せてい

て，各方面の調査資料（内閣官房審議室「国民の

旅行に関する世論調査｣，経済企画庁｢経済要覧｣，

同「消費者動向予側調査結果報告_|，文部省｢修学

旅行実態調査｣，運輸省観光局・日本国有鉄道お

森林の第 利用言

V"自然保護と観光ﾉVVい八

加藤誠平
〔東京大学教痴

1．森林資源とその機能

森林という面積的な広がりを持つ有機体を人類

の生活と結びつけて考えるとき，それは森林資源

という形で把握される。いろいろの機能を有する

この資源Resources,Hilfstmittelを利用して人間

は有形，無形の財貨Giiterを渡得する。有形財は

無論木材等の林産物であり，無形財は森林の水生

産・防災・保健衛生･レクリエーション･観光等へ

の寄与による効用，すなわち通常これらを一括し

て福祉作用Wohlfahrtswirkungと称せられるも

のである。人間がこのような財貨の収得を目的と

して森林を取り扱ったとき，そこに森林経営Be-

wirtschaftungという作為が生まれ，林業Forst-

wirtschaftという業態ができたのである。

初期の森林経営は衣食住資材ないしは産業原料

としての林産物生産機能の発揮を眼目とし，就中

木材生産が林業の主目的であったことはいうまで

もない。私はこれを「森林の第一利用」と名付け

る。この第一利用はいわゆる採取林業の段階から

保続的な育成林業の段階へ大きく飛躍した。森林

資源を持つ文明国では，このような林業が国家の

重要産業として発達し，近代産業の一環を形成す

る企業として成立っている。

森林の第二の機能は水源澗饗・洪水調節および

各般の防災作用である。この機能を発揮させるた

めには，森林はきわめて健全な状態を保たねばな

らぬ。飲料水・農業用水・工業用水・水力発電の

ごとき利水事業と他産業ならびに人間の生活圏に

対する防災を目標とするこのような機能の利用を

「森林の第二利用」と名付けてよいであろう。水

に恵まれたわが国では諸外国ほどに国民が森林の
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なる将来像を描くべきかがまず第一に問題とな

る。たとえば何年か先に襲来するかも知れない台

風のために見るも無惨に潰滅した林相を描くの

か，あるいはあらゆる外的悪条件に耐えながらす

くすくと成長していく健全な林相を描くのか。そ

れによって現実の森林の取り扱い方針は全く異な

ってくる。日本には，アルリカやカナダ．と異な

り，全然人為を加えずに永久にわたる自然の推移

を見守ることができるような広大な原始林は存在

しないのである。

奈良公園の裏山や嵐山の景観を保全するために

は禁伐は禁物で，十分の手入れが必要であり，国

立公園の風致を維持するためには積極的な風致施

業が必要なのである。それゆえ日本における森林

の保全は積極的な育成を含む保全であって，これ

は当然森林経営の一環として考えられねばならぬ

問題であり，森林経営の衝に当たる者が自主的に

解決して行かねばならぬ問題である。

たとえば国有林内に天然記念物の指定地がある

とき，これは営林局が作製した経営案では普通施

業地から除外され，主伐の対象からばずされてい

る。したがって施業の実行を受け持つ営林署では

その地域に手を触れないのが普通であるが，これ

は大きな誤りである。たとえばその指定地が特定

の植物群落を保存する目的であるならば，その群

落の生育に支障となる樹木や潅木の除伐が必要で

ある。あるいはまたその指定地が特定の鳥類の生

核地で，その保護と繁殖を図る目的の広葉樹二次

林であった場合，これを放置すれば天然更新によ

り針葉樹林化してその鳥類の生棲に適さなくなる

であろう。これに対しては針葉樹稚樹の除伐をす

るか，隣接地に広葉樹林を造成するような施業が

必要となる。このような保全の措置についてはな

んら協議されることなく文化財委員会によって，

一方的な天然記念物の指定が行なわれる協議とい

うことは法制と行政の不備を暴露する以外の何物

でもない。しかしその天然記念物が真に保全に価

するものであるならば，国有林当局は当然自主的

にその保全の措置を積極的に構ずべきである。

さらにまた前述のような第三利用に伴って観光

企業の利益追及とマスコミのプロパガンダによっ

ていたるところで目に余る自然破壊が発生してい

よび日本観光協会の諸資料）により推定される年

間旅行者数は延人員2億3,000万人日（宿泊数1

億7,000万人)という大きな数字を示し,そのうち

観光旅行が占める割合は54％である。したがって

概数1億2,000万人にのぼる観光大衆の圧力が，

なんらかの形で森林にのしかかっていて，しかも

それは連年10形前後の伸び率で増大しつつある。

これこそ正に驚くべき事実といわねばならぬ。

こうした社会的動向をコマーシャリズムは見逃

すはずがない。すでに観光企業のブームは全国的

に波及しつつあり，中には森林の自然|生をさえお

びやかすようなものが出現してきたのである。こ

れを野放しにしておけば，ついには貴重な森林資

源を自ら食いつぶして了う危険すらも孕んでいる

われわれはこのような事態にある新しい第三利

用に対し，急速になんらかの対策を講じなければ

ならないのである。

3．自然保護

自然保護Conservation,Naturschutzの思想は

決して新しいものではない。人口の増加と産業の

発達により，国土の自然は時を刻燕に破鰹されて

いく。せめて現時点において原始性を保っている

自然は一定の区域を画して保留し，これを次代の

国民に引継ぐ・のが現代人の義務であるという思想

の台頭は，近代文明が生んだ当然の帰結であっ

た。欧州の自然保誰地域Naturschulzgebielやア

メリカの国立公園NationalParkはこういう思想

の産物である。日本の天然記念物（文化財）や国

立公園（自然公園）の制度もまたおおむねこのよ

うな思想を出発点としている。しかし元来保全

Conservationには単なる保謹Protectionより

も，もっと広い意味がある。都市周辺の樹林地を

保全することも，海岸に砂防造林地を仕立てるこ

とも，はげ山を緑化することも，保全の仕事に含

まれる。日本や欧州諸国のように，すでに原始地

域WildAreaをおおむね失ってしまった国の自

然保護は，当然人為的の育成をも含む「保全」で

あらねばならぬ。

単なる原状変更の禁止が快して保全を完了しう

るものでないことを，われわれはすでに幾多の実

例によって見せつけられている。森林の保全ない

しは自然保護については，われわれがそこにいか

〆
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る今日，これに対抗する‘自然保護は，森林の管理

権や土地所有権に基づき，自主的にかつ強力に護

持されねばならないのである。

4．森林開発

森林「開発」Exploitation,Erschliessungとい

う言葉は一見「保全」と相反する意味に誤解され

やすいが，実は開発によって初めて保全が可能と

なる場合が多いことを忘れてはならない。開発と

いう語が悪ければ，これを積極的な施業とい司って

もよい。すでに現代の森林開発ば往時のごとき

「第一利用」による木材生産のみを目的とするも

のではない。そこでは当然「第二利用」も「第三

利用」も考慮され，時には「第二利用」や「第三

利用」を主目的として開発が行なわれる場合もあ

’るのである。いずれにしても開発の計画が合目的

であるほど，またその計画に基づく施業が合理的

かつ集約的であるほど，森林保全の効果もまた大

であるはずである。

森林の多目的利用MulLipleUseということは

すでに森林経営上の通念である。1960年の世界林

業会議では国連加盟の世界各国代表が，世界の森

林資源はこれを人類の福祉増進のために「多目的

利用」赤べきことを決議した。このとき5大目標
として掲げられたのは,1.Water,2.Timber,3.

Recreaiion,4.Grazing,5.Wildlifeであった

が，これを日本の現状に徴して考えるとき，前記
の第一，第二，第三利用が略同格に強く浮び上が

ってくるのである。そしてこれら多目的の間にバ

ランスのとれた調整がとられつつ，森林開発が行

なわれなければならぬのはいうまでもない。そし

でこの仕事を担当するのが林業技術者の新しい任
務なのである。

5．第三利用の組織と行政

第三利用に対する対策は民有林と国有林ではか

なり違ったものとなるであろう。有名な「ウィー

ンの森(私有林)」やチューリッヒの市有林は，第

一一利用と第三利用との間にトラブルがなく実にう
まく行っている例として挙げられるが，これは日

本のように大群衆が殺倒することがないためかも
知れない。アメリカには私有林でレクリエーショ
ン施設を経営する例があり，日本にもそのきざし
が見える。現在森林行政の上からは観光施設やし

クリエーション施設が野放しの状態であるが，こ

れは大いに研究を要する。

国有林の場合には現存機構の拡充強化によっ

て,ほぼ目的は達成されるであろう｡従来国有林当

局は第三利用に対して余りにも消極的であり，受

身であり過ぎた。国有林の経営は経営案に基づい

て実施される。したがって第三利用に関する事頃

もまた経営案に織り込まれ，それが遂次実行に移

されるという常道に乗せなければならない。最近

若干の調査費が予算化されて，この仕事の試案が

できつつあることは，国有林の一歩前進として喜

ぶべきであるが，実は現在の組織とスタッフでこ

の仕事を満足に行なうことは到底無理のようであ

る。戦前は山林局と主な営林局に風致係の担当官

が置かれていたが，今はそれさえ無いのである。

第三利用について適正な判断を下し，かつ指導

方針を立案するために必要な技術的基盤は，森林

美学・風致工学・造園学等を中核として相当広囲

な科学的知識を体系づけた専門的知識と，これを

実地に応用しうる技能である。したがってまずス

タフの再教育と養成から取りかからねばならぬ。

ところが現に毎年何千万の大衆が国有林に押し

よせこれによって国有林はすでに相当の人災を受

けている。また民間企業からは観光施設の出願が

先を競って提出されている。その中には富士山の

ケーブルのごときやかましい問題もある。レクリ

エーション施設のための国有林開放の要望もあ

り，牧場や農地開拓に名を借りてそれを実現しよ

うという悪質なものもある。誰がこれらに対して

適正な判断を下し，国有林の管理を全うするの
か。

さらに一方では当然国有林当局が卒先して実施

すべき多目的林道やスキー場・登山道・山小屋。

宿泊所等の公共的施設があり，その事業の予算化

も喫緊の要務といはねばならぬ。

私は一日も早く林野庁・営林局署を通じて，こ

の第三利用対策を担当する部局の組織が拡充され

現地のレジャーシステムの強化と相まって，自主

性のある森林の多目的利用が適正に運営されるこ

とを願って止まない。かくしてこそ日本もまたス

イスのような集約的林業と美しい森林を持つ国と

なることができるであろう。
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化，すなわち林業構造の改善を推進することが必

要である。

林野庁は，昭和38年度において，全国6ブロッ

クにつき立地条件，経営形態等を勘案し延18カ所

を対象として林業構造改善対策の実施に必要な基

礎調査を実施したが，39年度から林業経営基盤の

充実，林業生産基盤の整備，資本装備の高度化等

を内容とする林業構造改善事業促進対策を協業の

助長に重点をおいて総合的計画的に実施すること

とし，原則として市町村単位に，林野面積が多

く，産業構造上林業に対する依存度の大きい山林

地域を対象に，初年度において地域指定を行な

い，地元の実情に即した林業構造改善事業計画を

樹立させ，おおむね次の3カ年間に総合的，計画

的に事業を実施させることとし，国は計画の樹立

に要する経費および事業費について特別の助成を

行なう考えである。

39年度としてば，全国92の地域につ,いて指定を

行なうこととし，この地域における林業構造改善

事業計画樹立のための専任職員設置費および市町

村の計画樹立の経費の助成に必要な補助費等

24,504千円を要求している。

2．公共事業の推進

（1）林道事業

林道は林業経営者にとってその生産基撚として

の意味の最も大きいものであるとともに，社会的

経済的条件において恵まれない山村民の福祉の向

上の上からもきわめて大きな意味をもつ。林野庁

としても，その開設改良について従来から力を注

いできたところであるが,昭和39年度においても，

森林開発公団林道事業をあわせ，前年度比19.4％

増の50Ig98百万円を計上し，林道開設事業にあっ

ては基幹林道の開設延長の増大を重点とし，951

km(前年度実行940km)の補助林道の開設を助

成することとしている。基幹林道については，こ

のうち81km(前年度実行54km)を予定し，現下

の要望に応えることとしており，また林道開設事

業の実施にあ.たっては1～4号･林道の採択基準を

再検討･し，事業の推進を期することとしている。

林道改良事業については，前年度比27.5％増の

2億71百万円を計±し，すでに採択事業項目と

している橋梁架替，勾配修正のほかに新たに曲線

昭和39年度における

林野庁の

主要施策について

平井清士
づ

〔林野庁・林政課〕

垂
。’

最近の日本経済の進展とともに，農林業をめくﾞ

る諸条件の変貌は著しいものがあり，拡大の方向

にあるその従事者と他産業従事者の所得格差の是

正，その変貌に対応する生産の増大と生産性の向

上が強く要請されているのである。このような事

態に対応して，林業の基本対策を確立し，林業の

進むべき道を明らかにするものとして林業基本法

が今国会に提出されるのも間近に迫っているわけ

であり，昭和39年度が始まろうとしているわけで

あるが，林野庁が昭和39年度において重点事項と

してとりあげることとしているのは，林業構造改

善事業促進対策の着手，公共事業の推進，林業関

係金融の充実と円滑化のほか，入会林野整備促進

対策の実施，森林組合合併推進事業の拡充，林業

普及指導事業の充実，林業構造の改善および農業

構造の改善一これは林業のための施策ではない

が－のため国有林野の積極的活用のための措置

等があげられる。以下これらについて現在国会に

提出されている昭和39年度予算案および今国会に

提出ないし提出を予定されている法律案との関連

において説明することとしたい。

1．林業構造改善事業促進対策の着手

今後の林業政策の目標は，国民経済の成長発展

に即応し，林業の自然的経済的社会的制約による

不利を補正して，林業生産の増大，林業の生産性

の向上および林業従事者の所得の増大を図ること

にあると考えられるのであり，このためには，林

業経営の規模の拡大，林地の集団化，機械化，そ

の他の林地保有の合理化および林業経営の近代

１
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緩和，待避所設置の局部改良を加えるとともに，

雪害防止施設の助成も実施することとしている。

また山村振興林道についても，前年度比19.8％

増の5億30百万円を計±し,358km(前年度実

行318km)の開設を助成することとし，補助率

についても前年度に対し5％増の3割5分として

地元負担の軽減を計り，山村地域の振興にも資す

るため強力に事業の推進を計ることとしている。

森林開発公団林道事業については，既往の国庫

債務負担行為による国庫補助約16百万円のほか，

熊野地区の公団林道の橋梁架替費の補助約6百万
円を計上している。

（2）治山事業

最近林野行政に産業的観点を重視すべきことが

強く要請されているが，このことは，森林のもつ

国土保全の機能等その公益的機能を十分に発揮さ

せることへの配慮を減少させてよいということで

はない。本年4月末をもって失効することとなっ

ていた保安林整備臨時措置法の一部を改正して延

長するべく，今国会に改正法律案を提出している

のも，最近の水需要の増大にも対応する等国土保

全の万全を期するためにほかならない。

治山事業の拡充実施については，治山治水緊急
措置法に基づき策定した治山事業10カ年計画の第

5年目として実施するわけであるが，近年続発し

た災害の復旧対策および賃金資材等の高騰に伴う

増加分については10カ年計画の範囲内でくり上げ
実施することとし，総事業費としては前年度に比

し約21彩増の175億円を予定し，図としては前年
度に比し20彩増の119億13百万円を一般会計から

国有林野事業特別会計にくり入れ，地方公共団体

負担金等とあわせた129億円をもって同治山勘定

において実施することとしている。なお，治山10

カ年計画の一部として行なわれるが175億円の総

事業費に係るものとは別のものとして国有林野事

業特別会計において事業費53億03百万円をもって

国有林治山を行なうこととしている。

また，森林開発公団の実施する水源林造成事業

については，39年度において地栫え20千ha植付

18千ha等の事業を実施するため政府出資金27億

円（一般民有林協力事業の一環として，国有林野
事業特別会計より一般会計にくり入れたものを政

府出資として充当）計上している。

（3）造林事業

造林事業については，引き続き昭和60年度未ま

でに民有林の人工造林面積を10,000千haに拡大

することを目標に事業を推進することとし，昭和

37年に策定された全国森林計画に即応し39年度に

おいては補助，融資ならびに自力をあわせ拡大造

林246千ha,再造林100千haの実行を予定する

ほか，災害跡地の復旧造林，せき悪林地改良事業

を実施することとし，補助造林については，拡大

造林223千ha,再造林46千ha(災害跡地復旧造

林およびカラマツ先枯病跡地造林約3千haを含

む｡）せき悪林地改良約6千haとして助成を行な

うこととし，事業単価の是正を考慮して前年度比

8影増の48億26百万円を計土している。

また造林事業の進展を期する裏付けとしての融

資については，森林開発公団の水源林造成につい

てと同様15億円（前年度14億円）を国有林野事業

特別会計から一般会計にくり入れの上腱林漁業金

融公庫に政府出資し，同公庫の造林関係事業融資

枠も前年度に比し12.5％増の46億80百万円に拡充

するとともに融資条件も大幅に改善し，非補助お

よび補助残についての円滑な融資の推進を図るこ

ととしている。

3．林業関係金融の充実と円滑化

金融の充実とその円滑化は，林業櫛造の改善等

林業の施策の進展に重要な関連をもつものである

が，昭和39年度の幾林漁業金融公庫の林業関係の

融資枠は，前述の造林関係融資を含めて前年度に

比し18.5％増の96憶30百万円が計画されている。

公庫融資の枠大と貸付条件の改善簡素化は股林

漁業全体の問題として重要な課題であったが，金

利について39年度より大幅に改善されることとな

り，林業関係についても林業経営改善のための林
地の取得資金は3分5厘（現在一般4分5厘，主

務大臣指定のものについては4分）に，造林融資

中非補助の大造林は5分(現行5分5厘)，小造林

は3分5厘（現行4分5厘）に，林道融資の補助

残は6分5厘（現行7分5厘)，非補助5分(現行

6分)，災害5分（現行6分）に，また共同利用

施設の災害分融資は6分5厘（現行7分）にそれ

ぞれ引き下げられることとなったほか，据置期間

-－－－6．－．－
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に際し参議院農林水産委員会においてなされた

「財政的援助については腱協等の例に準じて配慮

すべきである」旨の付帯決議を尊重し，39年度に

おいては，合併組合あたりの事業費前年度の2倍

の60万円の3分の1を補助ずるよう改めるととも

に，対象組合数も前年度の3倍の138組合に拡充

し，森林組合の経営基盤確立のための組合規模の

拡大をさらに推進することとした。

6．林業普及指導事業の充実

昨年3月農業改良助長法の一部が改正され改良

普及員および専門技術員に対し昭和38年度から挫

業改良普及手当が支給されることとなったが，そ

の国会審議に際し両院幾林水産委員会において付

せられた「林業その他の都道府県普及指導職員に

ついても同様な普及手当支給について早急に調査

を行ない実現を図るべきである｡」旨の付帯決議

を尊重し，38年度において実態調査を行ない，地

方自治法を改正し，水産，開拓，蚕糸関係ととも

に昭和39年度より坐業と同様改良普及手当（林業

専門技術員8％，林業改良指導員12％）の支給措

置をとるとともに，その職務の重要性にかんが采

任用資格の引上げを計ることとしている。

7．林業構造の改善および農業構造の改善の

ための国有林野の活用

農業のための国有林野の活用については，従来

主として開拓の用に供するために行なわれてきた

が，最近の臘業をめく・る諸条件の変化に伴い，農

業構造の改善のための施策が推進され，とくに草

地造成，樹園地造成のための国有林の活用を中心

に新たな措置が要請されるに至った。

このことについては，昨年6月磯林事務次官通

達によって国有林野内農用適地選定基準を定め，

国土保全等国有林の使命達成との調整を図りつつ

積極的にこれに対応する方針を明らかにするとと

もに，さらにその推進と国有林野等の管理処分の

適正化を図るため営林局ごとに国有林野管理協議

会を設けたところであって，すでに実施されてい

るところであるが，林業桃造の改善のため国有林

野の活用についても，その要請に対応し経営規模
の拡大に資するべく，中央森林審議会の中間答申

の趣旨にそって現在検討中であり，近く具体的に
その方針が決定される見込象である。

および貸付期間も緩和されることとなった。

また貸付枠については，造林資金について前述

のとおり46億80百万円となったほか，林業経営改

善資金前年度と同額の24億円，林道資金前年度に

比し約必％増の13億円，林業経営維持資金前年度

に比し170％増の8億円を予定している。

また種苗等林業生産に必要な資材の確保に要す

る資金ならびに木材，林産物の生産に要する資金

の融通の円滑化を図るべく昨年10月設立された林

業信用基金の業務にその後順調に行なわれている

が，基金に対する期待は予想以上に大きく，民間

林業者等の出資に予定をはるかに上回ったので，

基金の一層の充実を図るため昭和39年度において

前年度と同額の3億50百万円を政府出資すること

とし，林業信用基金法について所要の改正を行な

うべく，改正法律案を今国会に上程している。

4．入会林野整備促進対策の実施

租放に利用されている入会林野の面積は全国に

おいて相当な数にのぼっており，この権利関係を

整理し，安定した近代的権利に基づく合理的経営
の対象とすることは，土地利用の高度化の上から

も，林業の経営基雛の拡大し林業構造の改善に資

する上からもきわめて緊要なことであるので，昭

和39年度から，入会集団の自主的意志により入会

朧の消滅を促進させ，従前の権利関係を所有権そ

の他近代的な権利関係に改善することを目途に入

会林野整備事業を促進することとし，国はこのた

めに必要な経費について都道府県，市町村に助成

を行なうこととし，一方このための法律案（入会

林野の権利関係の改善に関する法律案（仮称))を
今国会に提出する予定である。

昭和39年度としては，入会集団438について事

業を進めることとし，都道府県にコンサルタント

設置費，対象市町村の指導，技術援助養等につい

て，市町村に対しては整備促進に要する経費にて

助成を行なうべく7．6百万円を計上している。

5．森林組合合併推進事業の拡充

森林組合の育成は，農林漁業組合連合会整備促

進法による森林組合連合会に対するものと昭和38

年度から実施された森林組合合併助成法による

（それまでのものは予算措置によった｡）ものと
おるが，昨年3月森林組合合併助成法の国会審議
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北海道の
風倒木

躍進する
1，045

4，244

17，915

97，778

265，918

528，952

20,470

99．050

63，600

112，917

110．929

農 林航空事業
2，2ろ5

1．866

5，129

中 村毅 （注）農政局が59年1月配布した資料による。

また，農林水産関係に使用できる航空機の整備

状況は，次のとおりできわめて貧弱なものであ

る。しかし，このうちヘリコプターについては，

欧米各国に比べると多い方だ，とのことである。

それは，欧米各国の農林水産業では，ヘリコプタ

ーを使わずに飛行機を使うからだそうである。

農林水産関係航空機整備状況

〔林野庁・造林保護課〕

E＝ー歪寸師一一q託.1.唾？岨…『匪一 画、己宮電寺『一一浬一…畑、雄…渥一的…‐

わが国の農林業における航空機（特に回転翼＝

ヘリコプター）の利用は近年めざましい発展を遂

げ，農林産業の近代化に貢献しつつある。

林業界においては，すでに昭和28年ごろから松

毛虫等の森林害虫防除に利用されていたが’これ

は試験的なものであり，使用機は主に固定翼（飛

行機）であった。昭和29年襲来した5号と15号の

台風で北海道の森林が48万ha,8千万石という

世界林政史上に例を象ない大被害を被った際，森

林害虫類の発生を防除するため，空陸から薬剤散

布を行なったことば，周知のとおりである。この

時は駐留米軍の輸送機，民間の小型飛行機，ヘリ

コプター等各機種を総動員してこれに当たったも

のである。

このように林業における航空機の利用開発は，

農林産業界の先駆者であった。

（注)飛行機による森林の空中撮影事業はずっと以前か

ら行なわれ，林野庁においても昭和27年以来実施し

ている。

当時森林病害虫等防除に航空機を利用したの

は，非常事態に対する緊急措置的なもので，今日

のような農林業の生産構造の改善，近代化を目論

んだものではなかった。農林産業の機械化による

省力と生産性向上を図る意図で航空機を実用化し

だしたのは昭和34年頃からである。

既往10カ年間の農林産業における航空作業の実

績は次のとおりである（航空測量を除く）。

呉

一

タ

固 定翼回転翼(ベル47G)
（ピーチクラフト等）

341351"13713834155'36157~gg
16266176

10551527

162661761103

管

区分

｜
鶴
鋤
計

7306084111211

（2）(10)(15)(15）
農林業
使用機

（注）腱政局資料による。（）内は会社数である。

農林水産航空事業の促進施策について

農林省は昭和37年6月「農林水産航空事業促進

要綱」を定め，全国都道府県，省内各局に通達し

た。この通達の内容と，これに関連する助成政策

を知ることによって，今日の農林水産航空事業運

営の状況，開発目標等がわかるので，以下その概

要を説明することとする。

1．方針

農林水産業における就業人口の流出等に対処し

て，農林水産業の機械化を促進することにより，

その生産構造の改善と生産性の向上を図ることは

きわめて重要な問題である。

農林水産業における航空機の利用は，近年，特

に水稲病害虫防除において急速な進展を見せてい

るが，今後はこのほか，畑作，果樹，森林,水産，

畜産の各分野において促進させる可能性と必要性

《
》
一
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農林水産航空事業に従事する者の技術向上を図

るため，協会は股林大臣の承認した研修計画に蕊

づいて，航空事業の知識，実施技術，装置の整燗

等の研修を実施する。研修の対象者は，関係航空

会社の操従士・整備士・営業関係職員・関係団体

職員。地方公共団体職員等である。

5．幾林水産航空事業研究会

これは幾林大臣の諮問機関的な性格のものであ

る。会の緋成は，学識経験を有する者となってお

り，航空，農林水産，農業，機械等に関係のある

官公庁，団体，研究機関，学者等のトップクラス

20名ぼどが依嘱されている。

（注）林業関係者では，日本林業技術協会理事長石谷
憲男先生一人が入っている。

6．推進体制の整備

農林水産航空事業の円滑なる運営を図るために

国，都道府県，市町村等を通じ一貫した推進体制

を作ることとしている。

（1）中央協議会

農林省内各部局の関係各課から委員を出して連

絡調整を図っている。

（注）林野関係では，造林保護課長（代理，病害虫等

防除班長）と業務課長（代理，造林班長）の2課長が

任命されている。

（2）都道府県対策協議会

県段階の関係各機関，団体をもって椛成し，計

画の樹立および実施の調盤と推進を図ることとし

ている。

（注）府県庁の窓口は，股政課，農産課，農業改良課
等が担当している。

（3）市町村（事業区ごと）協議会

市町村および関係団体は，事業実施区ごとに協

議会を組織し，郡段階の指導機関の協力を得て，

計画の立案，実施の円滑を図ることとしている。

（注）市町村協識会はまだできていない地方が多い。

7．国庫助成

国は，この要綱の定める諸事業を行なう航空協

会や都道府県に助成措置を識じている。

農林水産航空事業関係予算

前項で述べた航空事業促進要綱に定められてい

る諸事業とこれに対する助成額，交付率，交付先

がきわめて高い。よって，この要綱の定めるとこ

ろに従って，航空機の利用に関して，新分野の開

発，利用技術の改善，航空機の季節的地域的需給

の調整，技術向上のための研修等を行ない，農林

水産航空事業の健全なる発達をはかり，もって挫

林水産業の近代化を促進せんとするものである。

（注）この要綱は,固定翼（飛行機)，回転翼（ヘリコ

プター）の両種を含めて規定しているものであるが，

現在は,主としてヘリコプターを対象に諸施策が進め

られている。このことを予め申し上げておく。

2．新分野の開発と利用技術の改善

農林水産航空事業には未開発の分野が多いた

め，その需要が季節的に集中し，年間平均化され

ていない。また，各分野の特性に適合した技術，

装置等にも改良を必要とする点が多いので，これ
らの技術改善に関する研究を行ない，航空機利用

の経済性を高める必要がある。これらの研究の実

施は「社団法人農林水産航空協会（昭和36年1月
創立)」に行なわせる｡協会は農林大臣の指示する

方針に基づいて，都道府県，幾林水産業者，関係

団体，航空業者等などからの依頼を参酌して試験
計画を作成し，農林大臣の承認を受ける。協会が
試験実施を行なうに当たっては，都道府県，研究

機関，関係団体の協力を得て実施する。試験の結
果については，実用化の可否，問題等について意

見を付して農林大臣に報告する。
（注）ろ8年4月宮崎県で行なったスギタマバエの航空
防除試験は，この項で実施したものである。

3．航空機利用の調整

農林水産航空事業は，季節性が強い上に，航空
機の供給が地域によって不均衡であるから，航空

機の長距離移動によって利用の調整を図る必要が
ある。この調整事業は協会に行なわしめる。

航空事業の計画は，毎年度事業開始前に，航空

事業を実施しようとする農林水産業者→都道府県

知事→農林大臣→協会という順序で行なわれる。

協会は関係者と協議の上，実施計画（配機計画，

契約条件等）を作成し，農林大臣の承認を受けた

後，関係者に通知し，実施の指導を行なう。
（注）林業における航空機利用の諸事業もこの項で処
理されることはもちろんである。

4．技術等の研修

ーb

丁

二
Ｍ

一■

1

ル

－9－一一



琢

昭和59年度農林水産航空事業関係予算（艇政局関係）
＝－

明|38年度|s9年度
千円千円

事業区分

(目）農業機械化促進費補助金

礎林水産航空事業促進識補
助金

航空乗員養成費補助金

航空技術研修饗

説

40,56787,1161

8，02558．854

繊 …………

0

0

01

21，644

1，644

20,000

4,0001

6,9008.795交付先，都道府県，新利用技術の導入に必要な経饗

2,5002,5001県5万円，46県分，粥補助

4,6006.4951実用化促進,%補助，農作病害防除2,300千円，
水稲直播鈎桁5,040千円，水，畜，林野技術1,155千円

特別研修

一般研修

航空乗員養成

募集選考

委託養成

事故補憤

被服

費
費
費
費
費
費
費

一

6

ヘリコプター作業調整実施
管理費補助金

調整実施管理事務費

長距離空輪費 層

謂蘇I用分野開発費福”金

航空事業合理化促進費補
助金

計画的利用促進費

新技術実用化促進識
｜

’
’

等を知るために，農政局（植物防疫課）所管の予マバエの空中防除をそれぞれ実施方要求中である
算を調べてゑると上表のとおりである。なお，農政局予算による試験等のほかに，航空
上表は，農政局所管の航空事業促進に直接必要協会が行なう委託試験，あるいは試験の協力が行
な助成費であるが，このほかに農林省各局が39年なわれている。

度に航空機を利用して行なう事業予算として掲上38年度林野関係で，協会の協力を得て行なった
しているものに，次のものがある。開発試験に次のものがある。

水産’漁業取締（航空監視）5,423千円（1）滋賀県が実施した治山事業で，マツ，イタ
林野(国有林)･野鼠，病虫害防除68,920〃 チハギ，ヤシャブシ等の種子と肥料を混合散布し

係行機による空中撮映費は含まない）そのあとにアスファルト乳液を散布して，種子を
畜産，草地改良(播種,施肥等）1,529〃 定着させるものである。

前記農政局所管の航空事業促進費予算のうち，（2）神戸市が六甲山の松食虫を駆除，予防する
林業関係で使える経費は，新利用分野開発費と新ため，薬剤の空中散布（春，夏，秋の3回散布）
技術実用化促進費である。昭和38年度においては を行なった。

開発費900万円の補助（'0割）を受けて，宮崎県両事業ともヘリコプターを利用したものであ
において，スギタマバエの空中防除試験(45ha る。その成果は検討中であるが，粥荊用分野の開
づつ2個所）を行ない，所期の成果を得た。昭和発として興味と期待がもたれている。林業におい
39年度の具体的実施計画は，まだ決定していないて航空機を利用する場合の問題点，規制，利用方
が，林業関係では，開発試験費で，松食虫，先枯法，経費等あるいは今後の目標等については，後
病等の薬剤空中防除を，実用化促進費で，スギタ日機会をゑてお伝えすることとする。
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いう座標軸とでできる図型の面積を表わします。

つまり第1図の斜線の部分の面積に当たるわけで

す。

第1図
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1．まえがき

サンプリング調査法を学ぶにはどうしても数学

（特に確率論）や統計の基礎についてある程度の

知識を必要とします。これは何も高度のものを要

求するのではなく，ごく基本的な事柄だけでいい

わけであります。しかし，基本的なことに関して

は完全にその本質を理解し自分のものとしておか

なければなりません。これをなまかじりにして，

大変にむずかしそうな式やら理くつをならべる人

をよく見かけますが，これは本末転倒といわなけ

ればなりません。こんな人のやった調査は当てに

ならぬものであります。

さて，それならば何が基本的な知識かというこ

とになりますが，これもまた大変むずかしい問題

であります。ここでは私の今烹での経験でぜひこ

れだけは知っておかなければと考えるところを述

べてゑましよう。

2．刃という記号

統計の本にはよく刃という記号があります。

これはギリシャ文字のシグマ大文字でローマ字の

Sに当たります。Sはsumの頭でありますので

合計の意味に使われますが数学では合計の意味を

少し広くして積分記号･になっています。つまりS

の字を少し長くして

ノ爵('一難抽
と書けば，これはy:=1－節2という曲線とy=0と

工

へ

－
７

そこで本当の合計にはSを使えませんので，2

を代用いたします。

祀

刃蝿
ボー1

と書けばこれは

節,＋蝿十蝿十麺十…･･･＋難烈

を表わします。ここで苑!は邦という種類のデー

タの第1番目の値を意味します。郷といえば灘

の陶番目の値となります。ですから上の式の意味

は蕗についての”．のデータを全部加えるとい

うことです。たとえば

5

Z”
71＝1

づ

は1＋2＋3＋4＋5＝15

5

を意味し，刃"2
7E＝1

一

ならば1十4＋9＋16＋25＝55

となるわけです。これがも少し複雑になって

74

雪αi晩
f==』

であれば今度はデータが難とαのと二種類なる

ことになり苑とαの積を”．加えることになり

ますから

a,x,+"g"2+"3"+……＋α"尤腿

であります。また，

fL 元

z(鋤十α)＝逗鋺+"fz
乳＝1 t＝1

ｉ
ｉ

－11－



配表というのを作ります。つまり2cm括約で胸

高を径を計り,4cmは10本,6cm18本,8cm

26本という具合になる値雄とその値をもつ個体

の数方を表にしたものがそれであります。統計

では邦（ここでは胸高直径）のことを変数（ま丸

は変量)，括約のことを級の幅（または級間隔)そ

して八（ここでは本数）を度数または頻度と呼ん

でおります。そして鋤と八との表（ここでは

径級別本数分配表)を度数分布と名づけますが,こ

れは統計の基本で非常に大切な役割りをします。

また全体の数をNとした場合

祁 沌 祁

図(娩十α)2＝図埼十2α逗娩十"α2
，＝1’4＝1’:＝1

であることも少し考えればおわかりになると思い

ます。

だんだんとめんどうな形になれば

7肥椰

刃刃雄ル
ォ＝1j＝1

というようなものもあります。この場合は’は'

で,jはjで別をに加えればいいので，まずjに

ついて

7泥弼 祀 沌 兀

刃乏蛾ルー難xzyj＋蝿雪乃＋…････＋鋤ヨル
z=1j=1j=1-j=1--J=I

とし，さらにノついて加えて

=jr,(J',+J'2+･･…･+yn)

+"(y,+y2+……+y")

+"(j!]+y2+・……+y")

＋妬加(J',+y2+･･･…+y")

となりますから結局

物＆〃

璽図娩坊＝“,＋蝿十・……＋"城）
Z＝】j＝1

(J',+y2+…･･+y")

Tln

＝乏娩刃'〔
f==1ノー言1

となります。また次のような形もよくでてきま

す。

加抑

雪国ん鋺坊
=ー1j＝】

これは77Z．の鵡犯。のy,7"×犯．のfについ
て

ハ,",)',+/h,Af2j',+……＋ん]鰯,'yl

+/,2",3'2+/""j'2+……+/in2",nj'2

＋･…･…･……･･･…．．…..….………．

+/i"",y"+ん蝿y泥十…･･･+JM飛妬皿y"

を表わします。

この国の記号は三つ四つといくつも重ねて用

いられます。童た錘というようなインデックス

（たのこと).もぉ啄騰という風にたくさんつくこと

があります。

3．度数分布

私たちが毎木調査をやる場合よく径級別本数分

ター

今

応

N=刃八（んは級の数）
f＝1-妾-=',ただし

↓

を相対度数といいます。相対度数とはっきり値力

をもつものが全体の何割（ときには影）を占める

かを表わします。

4．統計的集団

たとえば一つの林分の蓄積などを調べようとす

るとき，この林分の立木の全体をわれわれは統計

的集団と名付け富す。もちろんこの集団を構成す

る個体は1本1本の立木であることはいうまでも

ありません。そして各個体にはそれを特徴づける

いくつかの標識がついています。ここで標識とい

うのは何も名札を意味するものではなく調査に関

係の当たるいくつかの項目を指すのであります。

たとえば

a樹種

b胸高直径

c樹高

d幹材積

e利用可能材積

などであります。

統計的集団を考える場合にば次の点に注意する

ことが肝要であります。

1）その瀧囲や境界が明確であること。たとえば

地図の上でこの筆を調査するといっても，これ

を現地では？､きりと掴めなければ統計的集団と

はいえません。

2）集団を構成する個体を確実に識別できるこ

と。林分の境界上の立木はどうするかなどとい

うことはあらかじめはっきり所置の方法をきめ

瞳

一

1

●

－ 12－



ておかなければなりません。毎木調査で－つの

林分の蓄積をくらべるような場合はあまりむず

かしい問題はおき薑せんが，少し複雑な調査と

なると集団の範囲や個体の確認は実にむずかし

くなります。たとえば昭和38年度中にきられた

伐根を調べるとか，ある台風による被害木を調

べるとなるともうかなりの面倒な問題がつきま

とってきます。

3）標識が明確に定義されており，それを確実に

調べうること。標識は樹種のように性質で与え

られるものでも，また樹高のように数量で与え

られるものでもいいのですが，それをどう定義

しどう測定するかがはっきりしていなければい

、けないのであ･ります。いかに定義が厳格でも調

査員がこれをわきまえられないものや簡単な方

法ではとても計り得ないようでは何にもなりま

せん。一口に胸高直径，樹高といってもこれを

どう定義し，どう測るかによって結果がどれほ

どちがってくるかは皆様よくご経験のあること

と存じます。いわんやこれが利用可能材積とな

ると大変なことになってしまいます。とても調

査できないような標識は調査項目からあらかじ

めはずすか，より簡便な代用の標識を考えると

かの手段が必要でありましょう。

調査を企画する場合はこの統計的集団（いわゆ
る調査対策)，個体，標識を厳密に決めてかかる

ことがその生命であります。あたり前の話のよう

ではありますが，全国的な大調査でこれがしっか

りしておらないために調査結果が使いものになら

ないようなものがいくつかあるのです。

調査対象が同じでも場合によって個体，標識の

考え方がちがってくることがあります。たとえば

全国の蓄積を調べる場合，1本1本の立木を個体

と承るか，霞たある定められた区分（たとえば筆

とか林班とか）を個体とゑるかなどの場合がそれ

であります。また大調査においてはこれが何重に

も重なっていることもあります。前の例でいえ

ば，まず各市町村を個体と考え，その蓄積を標識

とする。この標識をしらべるために一つの市町村

を調査範囲とし，筆を個体，その蓄積を標識とす

る。さらにその標識をしらべるために一つの筆を

統計的集団とし，1本1本の立木を個体，その材

積を標識とするといった具合であります。

＝

I

心

× × × ×

－

一 新発売〃
f
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行ない（主要点の現地刺針はしてある)，その結

果得られた各支柱作設地点を現地に求め，路線伐

皆後に直線部の点が一直線上に並ぶよう多少修正

して中間支柱を建設し，各支間の実測結果と写真

測量結果とを比較したものである。なおこの場合

索道架設現場は天然林で，第4･第5･支柱地点は

樹冠に覆われて地表の確認ができず，終点は現地

に約2mの笹が密生していた。

第2表は写真上に明瞭に写し出されている既設

索道を用い’写真測量と実測とを行なって両者の

比較を行なった例であるが，各支柱共すべて地表

が露呈しており確認ができる場所であった。

ケルシュプロッターによる測定精度は，縮尺約

!/22000程度の写真を使用する場合，水平距離誤差

3m,垂直誤差2m程度とされていることは前述

のとおりであるが，水平距離誤差を両表について

見ると，第1表ではばらつきが多く特に第5支柱

および終点では測定誤差のほかに移写の不手際に

よ1る誤差が入っていることも予想されるのに反

し,第2表では測定誤差だけと考えられるので，

ほとんどすべて平均誤差3mの内におさまり比較

的正確である。現地移写の未熟練による誤差は移

写技術が上達すればかなりの程度これを防ぐこと

ができるから’かりに機械の測定誤差の承を考え

れば水平距離誤差は少なくとも5m以下におさえ

ることができ’さらに支間が長くなればなる程そ

の相対誤差は小さくなって’おそらく400～500m

程度の最大スパンで1％以下にすることは十分期

待しうるものである。

凸一一一一■五

I

空中写真による

索道路線計画

について（Ⅱ）

一

南方康

〔東京大学艇学部〕

可
守

垂＝一一一一画■‐一一一
一

5．測量精度の問題

索道の設計は主索をはじめとする強度計算およ

び各種の土木設計を必要とするから，その基礎と

なる測量の成果はできるだけ正確であることが望

まれる。しからぱ空中写真を利用して前記の要領

で行なった測量の精度はいかなるものであろう

か。またそこに生ずる誤差が設計・施工上いかな

る影響を及ぼすであろうか。今回はこの点につい

て多少考察を加えてみよう。

現在までのところ索道路線をケルシュプロッタ

ーを用いて空中写真測量を行なった例はきわめて

少ないようであるが，一，この測量結果を例示す

れば第1表，第2表に示すとおりである。

第1表の例は最初に写真測量により索道設計を

b

《
琴

第一表実測とケルシュプロッター測量との比較例
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第二表実測とケルシュプロッター測量との比較既設索道の測量
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小測量誤差に基づく最大張力の誤差は，ほぼ水平

露離誤差gL)と最大張力係数誤簔僻)の瀬と
看倣してさしつかえない。すなわち

型ｴー-4L+gL
T-Zoの0

ただしT:索張力

恥：支間水平距離

の0：原索最大張力係数

ところがこの最大張力係数の誤差は次式のとお

り中央垂下比・支間傾斜角ならびにそれぞれの測

定絶対誤差によってあらわされる。すなわち

α妙'nsoK･aa－(K･"犯α+1)cos2a･盛

支間高低差では第1表で地表確認のできた第3

支柱までは良好な結果が得られ，いずれも2m以

下となっているが，樹木その他の植生に覆れた第

41第5支柱および終点では,樹高の差や植生の影

響があって10m程度の誤差が生じている。これに

反しすべて地表確認のできた第2表の例では，較

差はほとんど2m以下である。

このように水平距離と地盤高の写真測定値は，

移写技術・測定技術等によってかなりの誤差を生

じる場合もあるが’これを支間傾斜角に換算すれ

ば特に短い支間を除いて非常に実測値に近い。一

般に空中写真測量による測定値は，地上トラバー

スなどと異なって誤差は累積されずに個為の測点

に生ずる単独誤差であるから，前掲の測定例でも

比較的長スパンの場合には傾斜角の誤差が30,を

越えるものはほとんどないように，支間が長くな

る程傾斜角の値が正確になることは当然のことで

ある。

ケルシュプロッターによる支間水平距離．高低

差および支間距離別の傾斜角測定精度がいかなる

ものとなるか，なお多くの測定例に基づいて今後

十分に検討する必要があるが，ここに掲げた少数

例から見ても’これらの誤差が索の強度計算上支

障のない範囲であることが上述の結果から明らか

であるといえよう。索道の設計で最も重要な索の

強度計算に必要となる因子のうち測量結果に基づ

くものは，支間水平距離と傾斜角とであり，しか

もいずれも最大スパンの数値が使用される。

原索の最大索張力は索自重（”）と最大張力係

数（’0）との稜〔蹄α鯵=W･の0)であるから，微

）

紗

〃0一 s(1+Kg)"s2cr

ただしK=(4s+ｵα"α）

S5中央垂下比

α：支間傾斜角

dS,da:それぞれの絶対誤差

今かりに索道としては最大傾斜角とも考えられ

る30．の支間で傾斜角の誤差が30'以内にあると

仮定し，中央垂下比の索張り誤差がないものとす

れば(実際には盛の方がααに比してはるかに大

きな膨響を』裟僅に与え為が,測量誤差ではないか
ら零とおく)震s表のとおり傘=0により鶚
は0.5％，α＝30.,‘α＝60'の場合には約1形の

誤差となるから，最大スパンの水平距離誤差を前

述の1％以内とすれば，最大張力の誤差はそれぞ

れ1．5影，2％以内となりきわめて少ないものと

なるb

一

］

1L、
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第3表支間傾斜角の測定誤差が最大張
力係数に与える影響

れを行なうのではなく，工事着手後本格的な

伐開にゆだね，その終了後に検定測量を行な

えば測量費から伐開費を省略することがで

き，測量そのものも非常に能率的に行なうこ

とができる。検定測量の結果明らかとなった

要修正事項は，主要支柱の建設，上下盤台施

設の完成までに速かに設計変更して最終的な

決定を行なえばよい。

このような方法は現在の官庁における土木

”‘/の0×100（影）

|s=･021s=o"|s=0"1s=00sls=0.0.
0．4470．54910.55210．56010.566り０３一一く

一
唯
一
知

一
一必

｜､｡．．、'"|､'2｡|､濾．‘α=fr(=60')|'094

したがって最大張力に与える測量誤差の影響は

最大支間に関する限り問題はなく，索道路線測量

におけるケルシュプロッターの実用性はかなり高

いことがわかる。しかし現実の索道設計において

は，単に主索の最大張力の承ならず路線全体の索

張り，支柱，盤台等の櫛造物あるいは付帯的諸設

備の設計を行なわねばならないので，写真測量

の欠点，特に短支問の水平距離，傾斜角の誤差率
が大きくなることのために種女問題が生じ，これ

を解決するためには従来のごとき実測に基づく計
画・設計・施工とは多少趣きを異にする方策がと
られなければならない。

6．写真測量による設計計画法ならびに施工
上の問題点

以上のごとく写真測量による索道設計は，主と

して室内作業により索の計算・全路線の概略設計

書の作成が可能であるなどの利点があるが，一部
測量誤差が大きく影響して実施設計に適さない面

もある。たとえば短支間部において計画では支柱

が必要とされる点に現実には不要となったり，ま

たその逆の現象が生ずるなどである。したがって

最終的な支柱数および栂造の決定，浮き上がり支

柱の問題荷重牽引力の算定,荷重軌跡に対する障
害物の確認，上下雛台施設の設計などはどうして

も現地における実測を必要とする。このことは一

見，作業が重複するかに見えるが，従来の索道測

量が選点と測量用伐開に多くの日数と経費・人員

を要することを考えれば，主要地点の現地確認お

よび測量だけで設計計画を先行せしめ，工事着手

後に検定測堂を行なって修正事項を設計変更する

ようにすれば，着工を早め労力と経擬の節減が大

であり決して二重作業とはならない。特に路線伐

開を装備人員共に乏しい測量隊が視準のためにこ

請負方式の常識を破るものとして実行困難である

かもしれないが，融通性のある民間企業では比較

的容易に行ない得るものと思われ，またこれによ

って写真測量のもつ宿命的な欠陥を補うと共に，

計画や設計・施工を通じて写真測量を有効な手段

として活用することができるようになるのであろ

う。

最後に写真測量による索道設計。施工上の手順

を列記すれば次のとおりである。

①引伸し写真の立体視により作業計画に見合う索

道路線の概要を決定する。

②起終点および曲線索道の場合には屈曲地点も雌

認のための現地踏査を行ない,確定点を引伸し写真上に

刺針する。また踏査のおり，起終点付近に作設する構造

物の設計に必要な縦横断測量を行なう。

③空中写真により全路線の縦横断平面測量を行な
う。

④測量結果に基づき索道全般にわたる設計を行な

う。ただし起終点付･近の各種椎造物は②の実測結果を
用いる。

⑤設計が完了すれば施工段階に入るが，まず写真測

量した測点が移写されている引伸し写真をもとにして

各測点を現地に見出し，測点杭を打設する。

⑥測点打設後路線沿の支障木を伐開する｡伐開完了

後は直ちに施工用詳細設計書のできている部分の工事

に着手する訳であるが，同時に検定測量をI､ランシット

で実施する。この際現地に設けた測点は多少ジグザグ

に並んでいるので,直線区間をトランシットで視準しな

がら測点杭を中心線上に矯正する。

⑦確定ヵ所の施工中に検定測量の結果を取纏錨,支

柱，荷重軌跡・牽引力・制動容量等の検討を行なった

のち，索道全般にわたる使用資器材の数量。規絡・詳

量等を最終的に決定する。

③最終決定費料に基づき設計変更の手続きをとり，
エ事を進める。
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を占めており，森林蓄積は約2,500万Xn3で全道総蓄積

の4.5影と堂的に承ると平均量を有する地区である。

森林所有区分はその職成割合を象ると，全森林面積25

万haに対し，国有林がm71%,公有林22%,民有林5影，

大学減習林2影となっており，国有林の比率がきわめて

高い。また，森林蓄稜においては，地区の森林総蓄積

25,000=Fm3のうち国有林は88%,民有林b公有林各10%

大学演習林2％と森林面積と同様に国有林はきわめて高

い比率を占めている。当地方の1ha当りの森林蓄積を

承ると平均109m3であり，全道平均99m3に比較して

約10彩多い蓄穣を有し，かなり充実したものと象てよか

ろう。この蓄種内容をふると針葉樹は15,000千Xn39広

葉樹は12,000千Xn3でその比率は52%:48影で全道比率

56：64に対して逆に針葉樹が多くなっている。

森林構成棚種についてみると，阿寒山系に属し，最も

優良な天然林の区域で亜寒帯にはエゾマツ，トドマツ，

アカエゾマツの針葉柵が生育し，山麓部にばエゾマツ，

トドマツ，ウタ．イカンバ，ミズナラ，ヤマナラシ，シナ

ノキ，ヤチダモ，ニレ類の混交林が成立している。広葉

術の棚種別総成割合は次の第1表のとおりである。

一

至
ソ

ひ

明治45年鉄道開通以来阿寒の広大な森林資源を背景と

して栄えてきた木材の町足寄，駅頭で最初に目に飛び込

むのは駅土場に撤醗された5万石もあろうか原木の山で

ある。陸別音頭に「ハァー山はエゾマツ，緑に明けてネ

鳴るよ気笛がそれ朝空に～」沿線の本別，足寄，陸別町

ば周囲を千古の原始林に囲まれ，阿寒国立公園の入口足

寄町を中心とする総面穣は238千ヘクタールと神奈ﾉ1I県

に匹敵し，人口約3万で東北地帯は阿寒に隣接し、連峰

の山麓は針葉樹林に富象，最近は林産地のみならず酪農

経営が盛んになりつつある。また当地方は積雪惟少ない

が内陸性気候のため寒暖の差が激しく，10月から12月中

旬頃までは哨天多く日中は暖かであるが，夜間は冷気の

ため地下60cm以上も凍結するほどであり,北海道でも代

表的な諜雨地滞である。ともかく足寄町を中心に本別，

陸別町を含めてその繊顔を紹介させていただきたい。

豊かな森林資源
J

当地方の森林面談は広大な阿寒国立公園を背景とし，

森林面積は23万haで全道森林面績540万haに対し4.3影

一

第1表広葉樹種別構成
一一

念雌|力惹1ｼﾅ|ﾅﾗｾﾝ'琴|舞腰|霧|計
当地区

全道

。

造林面に少をふれてみると，昭和55年以降の林力増強

計画によって飛確的に増大し，樹種的にはカラマツが当

地区においても全造林面積の80％をしめ，ついでトドマ

ツが17影をしめている。しかし，カラマツは近年先枯病

により，広区域にわたって被害をこうむっているので，

その造林が再検討されている現状にある。

当地区の木材需給傾向の一端を示す昭和37年度の国有

林の用途別素材処分壁を承ると，処分総量は126千In2

で，一般用材が106千In3と84影をしめ．パルプが14=F

心

－1ワー
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条，本州の両製紙工場があり，各製材工場も廃材利用の

ためチッパーを設置して，チップ生産を行なうようにな

ったことに起因するものと思われる。

その他当地区においては普通単板，特殊単板，普通合

板，鉛簸軸板，オガタン，モールド，経木，柾が生産さ

れており，十勝支庁管内でも第一の生産量をほこってい

る。昭和36年の工業統計によると，当地区の全産業の総

出荷額は18臆9千万円で，その内木材，木製品関係は14

億8千万円とその80影にも達し，産業中に占める木材関

連産業の地位が判然と示されている。

当地区の木材関連産業の工場数は足寄町の18工場を筆

頭に陸別の12,本別10工場を数え，足寄町では輸出用の

特殊単板，モールド，鉛筆軸板，経木，柾等が生産され

ており，陸別町では鉛筆軸板が管内国有林のシナ原木の

豊富さに支えられて，年間約8,500m3の原木を消費し，

約85万グロースの生産をあげ，足寄町と合わせて約100

万グロースと全国現産量の約10影を占めているほどであ

る。これろ当地区で生産された木材生産品は，その90％

以上管外に移輸出されており，地場消費はほとんどみる

べきものがなく，結局山地山元工場的色彩が強い。

イ製材エ業

当地区における既存木材産業の主体をなすものは何と

いっても，産地エ場として発達した製材工業であり．既

述のとおり盗源的にも非常に恵富れている地区である。

57年5月現在の製材生産の傾向を示すと下表のとおりで

ある。

第5蕊製材生産の傾向

Xn3で11%,その他は坑木，造船，車嬬合板等にそれ

ぞれ処分されている。昭和30年には前年の15号台風によ

る風倒木処理が始まり，パルプ材が34％をしめていた

が‘30年以降風倒木処理作業の進行に伴い漸次減少を示

している。しかし近年は工場廃材によるチップからの転

用，あるいは立木処分によって充足されているものと思

われる。ともかく当地区においては資源的に恵まれてい

るといえよう。

地元産業といえば製材工業

当地区は雌業，林業を中心とした一次産業が地元産業

の大部分をしめるところであり，これを除外視して産業

を考えることはできない。農業生産物を原蟹とする関連

産業では澱粉工場，東北海道では豆類，馬鈴薯と並んで

代表的な股作物であるピー1､を原料とする精糖工場，そ

の他小規模な食料品製造工場が少数存在する程度で，そ

の他はほとんど木材関連産業である。これは主として天

然林の豊富な森林蓄積を有する国有林の木材資源を基鐙

とする産地製材エ業より派生した木材関連産業であり，

一般製材，吋材，床板，合板，単板，枕木．鉛筆材，

坑木，オガタン等が生産され，地区外へ移輸出されてい

る。

これらは地理的条件に基づく発展プロセスによるもの

で，地域全体が、木材の町、の感が強い。でばこれらの

木材開通諸工業の現況を全道と十勝支庁とを比較してみ

ると第2表のとおりである。

第2表木材エ業の現況（昭和57年度）

一

巳

a

卜勝支庁｜北海道
－－型と皇|足寄|蝋|北海道|全鬮製
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210
1．工場数と規模

当地区における工場数は38，総馬力数は2,885.5厩で

ある。全国的には戦後小エ場が乱立し，昭和25年以降競

争過程において整理され減少状態にあるが，足寄地区で

は30年の28工場から57年の58工場へと約35％の伸びを示

している。また当地区の総馬力数では昭和ろ7年現在で，

’
55

210

（）は全道に対する比率

一般製材は十勝支庁管内で全道の約11％，269千nl3生

産し，チップが16％と多いのは比較的近距離の釧路に十

－18－
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ろ．労務事情昭和25年に比較して2．5倍強となっており，全国に比較

Lてその発展はめざましいものがあ愚。しかしこの現象

は昭和29年の15号台風による風倒木の出材増加により，

50年以降急激に増加し現在に至っているものと思われ

るcまた当地区における一工場当りの馬力数侭76座と，

全道の63",全国の54"に比較してかなり高く機械装備

率の高い大規模工場が多く存在しているといえよう。

第4表製材エ場馬力階層別機成比率

第6表道内製材，合板，製造業に論ける従業員
年齢別織成

男女別
構成比

男|女

年齢階層別

黙蕊雰砺匿彌
平均
年齢
(才）

６
１
８

○
一
２
２

製材8人28

鼠避難:：

3318

2214

2414
一 一

100R
計

以上､譽逵
製材業，合板業，製造業における従業員年齢別椛成割

合をみると，当地区製材工場の従業員は1工場当り17.6

人で，全道の16.1人に比較して多くなっているが，製材

業における従業員は合板，製造業に比較して50～|59才の

階層に多く，この現象は全国的傾向であり，製材エ場従

業員の老齢化がうかがわれる。当地区製材業においても

若年労務者の不足は，当地区製材業の労務者不足と競合

し深刻な問題となってい為。

4．生産状況

当地区の製材生産状況について承ると，年間原木消費

量は約145千nl3で針広比率は針葉樹70%,広葉樹50%で

ある。昭和57年度の製材生産量は90千nl3で，針葉樹製

材が75影，広葉樹製材25％という比率になっているが，

今後の木材資源事情の変化（針葉樹大径木の減少）に対
処していくためには，広葉樹製

｜
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第4表に示すとおり当地区では100EP以上の大規模工

場が全体の25.5％を占め，全道，全国の同比率に比して

も多い。

その理由として湾えられることは，天然生針葉樹の蓄

讃がまだ豊かであり，大径木が比較的容易に入手可能で

あるとこみ;こ要因があるものと思われる。しかしながら

漸次小径木化している原木事備に対処して発展を続ける

には，幾多の問題が残されている。

2．機械設備

第5表製材用機械設置状況（

、

序

(57年現在）～‐
－材にも重きを置いていくことが

一
一

’織騨謹駕
手押台テープ
車付ルバン
帯鋸ド帯鋸

必要となってくるように思われ

る。また入手原木事情からゑる

と，大規模工場では針葉樹が多

く，小規模工場では広葉樹の入

手が多い傾向にある。

製材製品の内訳をゑると，第

50影，挽削，挽角類合わせて

その他機械種別

151

ろ.7

’

|:1｡
2680

0．72．5

全 数ロ

鷺当り
1台工
所有台

_些呈

当地方の製材工場の設備状況について，その主要機械
所有区分を象ると，第5表に示すとおりである。1エ場

当りの所有台数については，大割帯鋸盤，テーブル式帯

鋸雛，鼻切玉切円鋸および副材処理の製函機は1工場当

り平均2台程腰所有していることになる。

特に製函機が多いのは釧路，根室両港で水あげされる

魚の輸送箱としての需要が多く，針葉樹製材の不需要期

間（冬期間）に，広葉樹製材と製函作業が製材工場の主

要作業となり，魚狸期に入ると魚箱の需要が増大しスト

ックを短期間に消化し，再び針葉樹製材が主体の作業が

始まる。道外の製函材としての需要は，昨年青森県へ

532m3(りんご箱）出荷されている。その他の機械とし

ては近年フォークリフトが盛んに使われ始めた。

7表に示すごとく板類が50％，挽剖，挽痛類合わせ~L

第7表製材種類別生産状況
（昭和37年4月～12月）。

一

呵琢T厩永|蝿掴計
4,3555,074'70，792

1，648

265100

心

57％その他13％となっており，全道的な比率と類似点を

見出すことができるが，全国的な比率に比較して板およ
び角類の比率に大きな差を生じている。つ玄り板類が多

く，角類が少ないということは原木事情，および製材の
仕向先の需要により変わってくるものと思うが，ここに

－－19－



一

も産地製材の特色を見出すことができる。

5．木材製品の販路

地区内で生産される木材生産品のうち地場消費される

ものは10％程度で，90形は道内，道外，一部海外へ移輪
出されている。道内向は,札幌市と,小樽市，いわゆる札

樽地方が澱も多く，ついで凹II地方へ出荷されている。

釧路地方，帯広地方に出荷されるものがあるが，これら
の地方は比較的近距離にあり，両地方の発展が進行する

に従い，その需要量も漸次増大するものと思う。

道外へ移出される製材製品量を次の第8表にかかげた
第8表道外向製材出荷量（昭和37年度）

て資源的に豊かな地帯である。しかしながら両生産地に

はさ護れているために，原木大生産地としての有利性を

十分発揮できない環伏にあり，その消饗関係には不安定
な面がゑられるが‘当地区において当面考えられる問題
点と将来について述べると，

（1）製材工場の合理化について

資源の面からゑると昭和30年以降の風倒木処理もすで

に完了し，資源的に豊かといわれながら将来鐵源の低質
化が進むに従い，当地区の製材工場がいかにこれに対処
していくかは大きな課題である。また企業形態から鍬る

と造材から製材までの一貫作業が多く，このことは一面

において弾力性をもっているように象られるが，素材の
転売，その他木材商業的な面に重点を獄くようになり，

工業生産における改善意欲が低下しがちであるが，この

ことは全道的な特質でもあり，当地方にもあてはまる問
題である。

したがってこの地区では，従来針葉樹のみの製材工場

で十分経営が維持できたが，最近の針葉樹大径木の不足

から広葉樹の利用を促進していくことが必要であろうと

思われる。本州方面においても家具材，楽器材等はその

需要も多く，今後加エ技術の向上を図ると同時に人工乾

燥装撒等により，需要層にマッチした高庇加エを施し，

本州方面における不需要期に出荷という形態を改善し，

バランスのとれた出荷により，健全経営を図らなければ
ならないものと考えられる。

全国的傾向であるが，先に述べたように若年労働者の
不足は深刻な問題である。したがってエ場を合理化して
製材工程のコストダウンを図り，今後魅力ある企業とし
て’体質改善への努力を続けていくことが必要である。
（2）販売組織の合理化について

当地区内の工場は，札幌，小樽市場と距離的に遠隔に
あるため，とかく市況に暗く，不利な販売方法をとらざ
るをえない場合が多かったが，昨年製材協同組合の設立
により，共販体制をとり，価格および企業の安定化を図

ってきたが，今後とも組合を強化し共同事業として積極
的に販路の確保，拡大に努めることが必要である。
あとがき

以上製材産地としての足寄についてそのあらましを述

べて染た。すでに各個所で数度も述べたように豊かな森

林資源を背景とする産地製材業の特色が当地区では強

く，年燕低質化する森林資源，漸次増加状態にある外

蕊罰珂大阪|聯R=壽蔭扇瀞”｜

詞戴職篭
”

針葉樹1

広葉樹

計1

忘琵|了I

＝

､

針葉樹製材の道外移出量のうち60％は東京地方へ，％刈夛禧咽毒“‘Uｽ旦"Mァ山蘂”フ､ら60鯵は泉万ご也万ﾂ､,20

影は神奈川県へ移出されている。その他茨城県へ一般建
築用材として7影，青森県へりんご箱用製函材がる影出
荷されている。一方広葉樹製材は家具用材として東京，
大阪，愛知地方を中心として出荷されている。
6．工場廃材

かつては各製材工場から出る背板，鋸屑は自家工場燃
料，家庭用燃料として利用されてきたが，近事のパルプ

用原料としてのチップの需要が年を増加し，多くの工場
で48"径程度のチッパーを設置しチップ生産を行なって
いる。

これは全道的傾向で，十勝支庁管内にはチップ生産設

肺を有する製材工場は44を数え，年間191gf･mﾖの生産を
行なっている。既述のとおり，当地方は二大製紙工場が
存在する釧路市と比較的近距離にあるため，チップの生
産避は今後伸びるものと考えられる。

鋸屑の利用方法としては，当地方でもオガタン製造が

製材工場と付勝して行なわれており，増加する消費に支
えられ生産量も年を増加状態にある。

7協同組合活動

近時，当地方にも2，3の製材，造材協同組合が結成

され’協同事業としては製品の共同販売，原木の協同峨
入が行なわれており，他に組合員の金融上の債務保証，

3

《
望

目

△
》

広報活動も行なわれているが，市場の確保，拡大等も早材，木材滞給構造の変化等の問題にいかに対処して行く
急に手掛けられなければならぬ問題である。かが，今後の大きな課題である。
問題点と今後の方向なお貿重な資料提供と助言を賜った関係諸氏には紙上
足寄地区は旭川，北見地区と共に本道木材供給源としをもって謝意を表わしたい。
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、

識而は，主としてムシの生態からの説明を，片桐技

官，薬剤の問題を小田技官，実行面政策面を大島技官に

お願いし，各分野からの検討が行なわれたが，時間の制

約上，司会者のベンを加える余裕がなかったので，考え

方，問題点の一端を付け加えご批判を仰ぎたい。

1．現在，人類が地球上に栄えているのと同様，マツ

類は日本に栄えているのは事実である。

2．人類界においては，かつては，ある地域に，コレ

ラ，ペストなどが大流行し，かいめつ的被害を与えてい

る。科学の進歩は，それらの発生の場合，そのフウジコ

メ作戦に成功している。マツクイムシについても同様に

犬発生の場合，その林業的フウジコメ作戦の確立が第一

である。

3．このフウジコメ作戦は，応急対策であり，これは

主として，ムシの側からの研究が中心になると思う。

4．それと併行して，予防医学的研究，すなわち，マ

ツの健康保持，あるいは，ムシにおかされる原因の究明

など，恒久的対策が必要であり，これは主として，育林

あるいは，植物生理方面が担当する。

5．もう一つ見落してならないのは，国民のマツクイ

ムシに対する認識，特に，行政担当者側の理解である。

6．以上，ムシ側からの研究，マツの側からの研究，

研究を理解しての行政措置，の三者が併進しなければな

らない。

7．最後に付け加えたいのは，マツクイムシの大発生

が，恒常化する危険がないかである。生物界の環境の変

化が，大発生を恒謝上するようならば問題は自ら異なっ

てくる。広く観察を続けていただきたい次第である。

一己b上一

’マツクイムシの被害対策
｡－

■上■－1■司■戸＝ﾕq

１
１
１
１関西支部連合会シンポジウム抄録

その1 ■
Ｉ

ー■一L■L－4－■｣』ﾛﾛ4つ－三

シンポジウムにおける提出話題

日本林業技術協会関西・四国支部連合会・日本林学会

関西支部の5者の合同大会が昨年11月9，10日の2日間

にわたって，香川大学艇学部において開催された。第1

日は研究発表があり，第2日は，癖悪林地の改良・マツ

クイムシの被害対策の2題についてシンポジウムを行な

った。

その際とりあげた二つの課題は，香川県林務課の要請

によるもので，同県を中心とした現下の切実な問題では

あるが，林業技術という立場から，依頼した講師の方倉

が，わが国林学界の最高権威者であることは，なんとい

っても本大会の特色であろう。したがって，当日唯各講

師から提供せられた話題を中心に，すこ夢る活発な討論

がなされ，参会者300名に深い感銘を与えた。

ここに発表する各講師の所論と司会者の弁は，1部の

骨子にすぎないが，広くわが国林業技術の面にも寄与す

るところがあれば幸いとするところである。

（日本林学会関西支部長山崎次男）

課題I涛悪林地の改良

講師柴田信男，橘本与良，砂走正義

司会者四手井綱英

課題Ⅱマツクイムシの被害対策

講師小田久五，大島信夫，片桐一正

司会者渡辺録郎

一

や

0

β

マ ツの穿孔虫類

に対する

薬剤試験について II
一

小田久五

〔林試九州支場〕

1供試材

この種の試験を行なう場合，供試材の樹皮の損傷，食

害程庇，寄生している種類とその発育状態，樹皮の厚さ

等のいろいろな条件と，試験実施時期の関係から，一般

に出た結果が断片的になりやすい。この点を除くために

は，供試材の条件が均一になるように各試験区に配分す

る必要があるが，目的とするいろいろな条件について一

連の試験を効果的に行なうには，健全な生立木を用いて

餌木設蔽を行なう，これを利用するのがよい。対照区は

』

；司会者の弁I●

』

渡辺録郎

〔林試四国支場〕

マツクイムシは主として，千葉県以西の太平洋に面し

た各地に大発生していて，目下林業上の大問題である。

今回の林学会関西支部大会で，この問題が取り上げら

れたのは，時宜を得たものと思う。
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2組として，ぜひこの一組から散布前の供試材の状態を

知っておく資料をとりたい。

2．散布後効果判定までの期間

この期間の長短により結果ほいろいろと変わるもの

で，薬剤の種類によっては，目的とする種類が，対照区

から脱出を終了してから調査するがよい。こうした調査

をして，目的とする効果を確実につかむためには，松く

い虫の各種類の経過習性を知っていて，試験実施時期，

供試材の準術等を計画的に実施する必要がある。

3．各種類に対する薬剤の効き方

材内で完成された蝿室内の幼虫を除いては，一般にマ

ツノトピイロカミキリの幼虫に一番顕著に効果が現われ

る。最もわかりにくいのは，ゾウムシ類である。キクイ

ムシ類ほこの中間と思われる。

4．使用形態

油剤と乳剤を比較した場合，薬剤の種類にもよるが，

最終的な殺虫効果は大差ないと考えられる。問題になる

点は，特に材内で完成された蝿室内のマツノトビイロカ

ミキリの幼虫に対する効果で，この結果のいかんによっ

てば，矛畷1の使用が有利と考えられる場合も出てくる。

5．散布愛

全面に散布されて，多少液の滴下を象る程度を散布戯

の目安としているが，この量は，樹皮の厚さ，散布の巧

拙，方法等により差はあるが，普通の噴霧機を使用した

場合は，平均的には1mg当り500～700cc位である。こ

$の目安で散布した場合は，油剤も乳剤も使用職には差は

ない。

6．浸透性

この種の試験では，浸透性の有無，強弱等がいわれる

が，ここでいう浸透性とは，樹皮上から散布されたもの

が樹皮を通して中にしゑこんでいくという意味である。

破損の多い被害材を試験に供する場合は，樹皮の破損ヵ

所等から薬剤が流れこむため，はたして樹皮を通してし

ゑこんでいくものか判断しにくい。特に乳剤の場合は，

この点に疑問をもちやすい。しかし，無傷の健全な樹皮

を有する材を使用した場合でも，十分殺虫効果を示す点

から，薬剤は，樹皮層を通ると考えてよい。乳剤の場合

も同じである。

7．螺蒸性

この種薬剤に煉蒸性をもたせて効果を上げるというこ

とが考えられているが，この性質によって特に散布瞳を

少なくすることができれば有効であるが，必要な散布瞳

に大差ない場合には，同じ効果を示す有効な接触剤の使

用と殺虫効果の過程は異なっても，その優劣はつけがた

いと思われる。

I
行政上および実行上の

諸問題 I
大島信夫

〔高知営林局〕

1．民有林の場合

（1）森林病害虫等防除法の要点は，「命令｣に伴って生

じた「通常要すべき費用」を補悩する。応じなかった場

合代わってやる。（代執行）その場合，その所有者ある

いは管理者から利益をうけた限度内で分担饗を徴する。

罰則を段階にし，移動禁止を最も重くし，通常の場合を

一番軽くしている。この段階での最初の問題点は，罰則

を一番重くした，すなわち移動禁止しているという立前

であるが，現実的にはほとんど手がつけられていない。

ということはその法律によって行なうべき立場にあるも

の，すなわち，害虫防除員が法第6条により司法警察権

が与えられていないため，伝家の宝刀がない。この負目

はさらにはまだかつて代執行が行なわれたことがないこ

とにも表われている。すなわち法律でうたった一番大事

な点が現実的に骨抜きになっている。もちろん，法律に

基づき予算に基づき行なうことが一番強いはずであ患の

に初めから弱腰では効果が発揮できない。この現実をど

う理解するか。要するに法律の狙ったところと別の方向

に動かざるを得ない現状を改める必要はないか。

（2）次の問題

いかにして法律に基づく命令を徹底させるか，現行手

段としては公告であるが，現実には一人一人は公告は見

ない。AGあるいは森林組合技術員を通じて伝達される

不特定多数に対する口頭指示。立木の所有者がなかなか

わからぬ。命令期間が長い。駆除の確認がむずかしい。

所有者本人はすでにあきらめて艇価値なものだと思い，

したがって積極的にやらないが，さて伐られたとなると

所有権は主張する。個人にやらせれば問題にならないこ

とが集団あるいは協同でやれば問題が出てくる。しかし

大勢としては集団区域防除に向わねばならないだろう。

（3）これらの点は駆除費と補償金あるいは負担区分の

問題に直ちにつながる。

現行では公営は国が2/6，県が1/6，残りは駆除者と

いうことで，この率は改訂毎に国の負担が減じ，府県の

負担が増加している。駆除の基準単価はIn8当り990円

で，内容は伐倒，玉切，枝払と伐根・材の刺皮，焼却で

あるが前三者は準備作業とゑて，これは個人負担とし，

残りが命令内容すなわち通常要すべき饗用に当たる。し

－22－
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かし労力不足で労賃高の今日，このような実質的に低額

な補償金では防除できない＝やらせることができない。

別言すれば被害木所有者の防除意欲が低調もしくは皆無

となる。この点第一段階としては何らかの継ぎ足し策を

考えなければならない。さらにはすでに被害にかかって

しまったものはギセイにして健全木への寮ん延を防ごう

とするのだから，現行のように被害木所有者の責任と努

力だけで解決しようというのは無理で，法の糀神と現実

は一致していない。

（4）これは結局は現在の個人申請によって個人に交付

されるという補助金交付体系の問題につながる。集団で

しか効果的に防除できないならばそのようなものとして

使える。結局現在の人夫賃のいくらかをゑるという考え

方を脱却せねばならないということである。

2．国有林の場合

（1）従来はおおむね立木買受人に防除措置を行なわせ

る方法がとられている。これは駆除を条件とするといい

ながら，国の財産を処分することからして会計諸法規の

手続きが重視され，また被害がまとまってから調査，評

定，ついで契約，その後初めて買受人が入山，駆除にか

､るという間のびのしたものであった。最近は逆に駆除

を先行させるという観点から，被害木の調査さえ終れば

買受希望者に入山させ，まず駆除させその後正式契約し

て引渡す方法がとられるようになった。しかしこれとて

も買受人の認識いかんによっては不徹底を免れず，また

処分を受けられると期待する不心得者もあろうし，労務

者をよりもうけの多い方へ一時転用したりするため駆除

の不十分のまま，長期間林内に放置きれるなどの欠点は

免れない。

（2）したがって直営駆除が好ましいが，労務雇用が第

一の難点となる。大径木を伐倒しうるのは臨時日雇より

国有林直営生産の作業員であるが雇用区分，あるいは労

働条件の変更などで組合との間で均衡の要を生じ必ずし

も円滑に作業員の転用がはかれず，また大堂的に駆除を

行なう場合は思わざる多額の経費（たとえば宿舎等）が

必要となる場合が生ずる。

したがって問題の解決の方向としては前二者をたく蕊

に総合したものが考えられねばならないだろう。

誉:す≦｜
片桐一正

〔林試四国支場〕

マツ類穿孔性害虫いわゆるマツクイムシによる被害に

ついて主として害虫の生態面から検討してぷる。

マツクイムシの被害ということをいい換えてゑると，

それはマツ林が害虫に対してその食物と生活場所を与え

害虫はそこに生活場所を求あマツを食物としている，と

いうことになる。

第1図このサイクルの回転量が増
せば増す程被害量が増大す

被害一、ｰへ,＝㎡－両.,ふ－，ルロコーェブ1面
る。この回転鰯に作用する因

子は，生物的無生物的環境条

件であり，また，回転自体に

規制される害虫の密度であ

る。被害防除とはこの回転を

止めさせるべくサイクルを切

断することである。切断点と

卜F祠ﾉi
生物的･無生物的瑚境条伸

してマツ林あるいは害虫そのものを除去するのほこの場

合不可能である。したがってこの両者を結ぶもの，マツ

林が害虫に食物や生活場所を提供することを阻止すると

ころに一つのポイントがあるように思われる。すなわち

これは害虫密度の低下をもとめることと一致する。そこ

でこの問題についても少し詳しく考えて染たい。

害虫の密度低下をもたらす因子として①直接殺虫②食

物，生活場所の破壊③害虫個体群における死亡率の上

昇，増殖率の低下などが考えられる。直接殺虫の点は後

述するとして食物，生活場所の破壊という点を考える

と，これに作用する働きとして，林内の衛生管理と森林

林木の健職度の強化増進ということが考えられる。後者

は育種，育林上また林分織造上検討が加えられるべきも

のであり，また③項の害虫個体群自体の問題とも深い関

連性をもつ。前者はいい換えれば害虫と林木あるいは林

分との接触のチャンスを少なくし，害虫の増殖力を低下

させるということになる。この方向は衛生管理すなわち

被寄生可能体の除去および積極的に森林を害虫侵入から

保護する(たとえば化学薬品を用いて)ことの鱈かに，生

態的に森林の健康度の強化という面からも考えられる。

このように象てくるとマツクイムシの被害発生は伝染病

と全く同じパターンをもっていることがわかる。したが

って基本的には伝染病予防対策と同じでなければならな

い。これらの関係を表示したのが第2図である。

この病原であるマツクイムシについてみると，マツク

イムシといわれる害虫集団は四国では今室で調べたとこ

ろによるとキクイムシ類25種，ゾウムシ類14種，カミキ

リムシ類22種，あるいはそれぞれこれ以上を含んでいる

が，これらを，枯損木のごく初期において寄生している

種とその個体数などから染ていくと，マツ類の枯損に関
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係する種類は多くなく，シラホシゾウムシ，マツノマタ

ラカミキリ，キイロコキクイムシの3種が最も露要な禰
類となっている。

これら3種の生活史を略肥すると第1表のとおりであ

る。一方実際に枯損が発生する様子を象ると，四国では

秋口から変色が目立つ枯損が大部分である。これを寄生

種別にみるとマツノマダラカミキリ，シラホシゾウムシ

を主要種とする枯損は8月から9月にかけて変色するも

のに多く，キイロコキクイムシを主要種とする枯損は9

月以降に発生する場合が多い。また被害歴のない地域に

急激に大発生する枯損はキイロコキクイムシを主要種と

している場合が多い。キイロコキクイムシ，シラホシゾ

ウムシのように常時寄生発育の可能な種にしてなおこの

ように枯損発生の時期が偏在することは，第1図との関

係において，森林のマツクイムシに対する食物，生活場

所の提供がなさ龍,る畷卿があることをしめす。マツノマ

ダラカミキリの場合はこの時期とその生活史との一致を

象る。なんらかの原因たとえば異常乾燥で第1図のサイ

クルが回転すれば害虫種の密度はそれだけ高まる。たと

えば被害発生歴のない初期段階でキイロコキクイムシを

主要種とする場合このサイクルの回転ははやく，その識
度は急速に高まる。一方きわめて低密度であるマツノマ

ダラカミキリやシラホシゾウムもそれぞれの回転を，キ

イロコキクイムシによって造成される食物，生活場所を

もフルに利用しながら行ない，密度を高めていき，やが

てこれらが主要種となる大被害地域へと移行する。ここ

に早期駆除の必野生があるわけである。

さて第2図の関係において，密度を下げる場含上述の
ごとき食物，生活場所の破壊ということの催かに殺虫と
第1変主要穂の生活史略記

事城ｼﾗﾎｼゾｳﾑシ郭ﾉﾏダﾗｶﾐ
飛来巌卵期剛冬期を除く全期Ⅲ16ﾉj－8月ないし

9〃のはじめ
姓盛5月～8月6月～7月

発育速埋状況城3図をみ､上。卵1111Ⅲ11,両癖下

冬期を除く全"ⅡⅢ

5月～8月

6〃－8月ないし
9〃のはじめ
6月～7月

卵期川加日､産下
彼30～32日即ち3
齢半ばから4齢に
かけて材内穿孔す
るもの多し･
5〃＊ないし6月
上旬.とり7月はじ
めにかけて或虫腿
出、蛾盛期6月

砿3図をみよ。
春Zか月半～3
通､月で成虫醜枇
夏2か獄以内の
ものもある．

ー

趣 垂

後 食
および産卵嗣
遡j
－

その他

9月中旬以降産下
されたものは11月
中旬ごろまでの発
背で越冬、即ちあ
らゆるステージで
越冬

不明

主として樹鉾基郁
に寄生

成虫脱出後半月～
ユか脚すなわち6
月～7月

掛枠中央部より上
郡および技条部に
寄生．

幼齢木では基部上
り痔生､“的に
は餓小釦函の
食醤をする｡
外見上健全技で生
活している場合

キイロコキクイ
ムシ

シラホシゾウムシ

に同じ

璽期では1世代
30数日11,.

鋤皮下全ステージ
折に成虫態でのも
のが多いa

必ずしも必喪とし
をも、

一

撹謹都に多し、
1母孔当り存虫改
扣卿後が多し
1世代の食脊而縦
濯1，5－6画／碓
孔

雛2夫マッノマダラヵミキリの死亡惑璽
10年生ﾊ珊産の幼齢神分

“産卵蹄
劉在木10本

騒商唾卯密哩328／m雪
弁本職満の平均156／m含

叩および孵化幼虫の死亡率平均25.“％
(副穿孔欺と羽化脱出
WM在木9本

（ﾕ）洲稀穿入孔教焼商密哩83／m鱒
弁木般商の平均62／m量
（2）訓窪か入孔散別．312
‘羽化脱出したもの32．05泌
死亡せるもの67．95％

I成虫{雛媒吻因。
23．72

…鰊|難鱗篭鯛鋤幽鑿鱈）
10．25

1継諜蛎函2灘

鋪

（

虫）

轍鐡）

いうことが考えられ，富た実際に行なわれている。大発

生時には特にこれに頼ることになる。しかしこれは第2
図における害虫個体群自体の死亡率，増殖率と密度との

関係において十分検討されなければならない。殺虫には

よって有効な程度以下の密度に害虫を抑えないと殺虫そ

のものが"illi値になるばかりか，かえって害虫に有利に

働くことにさえなりかねない。第2表に被害歴の古い地

域の幼辮氷におけるマツノマダラカミキリの自然死亡率
について示す。

このようにマツノマダラカミキリの場合は発育に最適

密度は樹幹1mg当り80～90頭位にあり，これ以上産卵

されればされる程1m2当り穿孔個体数は減少する。ま

た脱出する率を承ると結局初期に産卵されたものの数パ

ーセントしか羽化脱出しないことになる。

これらのことは人為的に本種の密度をさげることが，

もしそれが地域全体としてゑて6，7割の殺虫におわっ

てしまったら，むしろ穿孔密度の最高をもたらす結果と
もなりうることを示している。第2図における密度一死

亡率，増殖率の関係と殺虫一密度の関係との関遡生は蹴

に天敵を介しての象ならず，ここにも存在する例である
と考える。

ここに徹底を期し得ない殺虫ということに対する防除

上の疑問があり成虫殺虫および産卵忌避または産卵場所
の破壊ということに重点をおく必要朧の根拠がある。
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東北の山に

耐雪性のスギ老求めて

成沢多美也

〔北日本林業研究所長〕

に，なぜ国有林にないかという疑問であった。その晩と

まった神町育種場の加藤課長の話によると，山形盆地に

各種のスギを植えてみたが，クマスギだけ枯ｵ1,てしまっ

たこと，山形盆地は日本でも有名な乾燥地帯でしかも夏

季はひどく高温，日本一の記録さえもっている。こうし

たところでは，多雪湿潤にならされたクマスギは育たな

いのだろうということがあった。

とすると寒河江の奥朝日町一儲は越後と同じような

気象条件でクマスギと似よりのイヌスギが残りうる環境

だともいえる。

同じ山形でも古川激林署のうち最上川に面する国有林

の山ノ内杉もウラスギ系統であろう。最上峡に面する部

分に筏組に便利なため，旧藩時代から伐りつくされ，残

っているものは樹型のいびつなものだけになってしまっ

たが、搬出不便な裏山には伏条形のスギが今でも多いと

いう話であった。この地方はもう日本海の影響をうける

し，気候ことに，冬の気象条件は越後の山間部とそう変

わらないものがあり，山形盆地の気象とは，おのずから

2．山形県のイヌスギ

たまたま昨年村上市瀬波温泉で称業経営者懇話会が催

された。その席上クマスギについて話をしたところ，山

形の人が，山形にもクマスギに似たものがあり・その地

方ではイヌスギ（イノスギ，犬杉）と呼んでいるという

話を聞いたので，まず山形県に入ることにした。

寒河江地方が郷土だといっていたので，寒河江営林署

に出かけた。しかし営林署の話では，国有林ではついぞ

私の求めているイヌスギほ見当たらないということであ

った。

地方事務所の佐,4『木実氏が，そのイヌスギなら左沢の

奥にあるというので，営林署や地方事務所の人達と現地

に行ってぶた･

場所は西村山郡朝日町大字三中の民有林で，そこにク

マスギと同じ形態のイヌスギが，これもクマスギ同様虐
待をうけて，いかにもあわれっぽい姿で生き残ってい

た。

切株から立条になったもの。大径木で地際近くに細枝

が叢生し、あるものは地面に接して伏条になりかけてい

論ものがそれで，それが耐雪性のスギという私のモンタ

ージュ写真にそっくりなのである。

一

が

■ー可

●

凸

山形県東村山郡朝日町大字三中のイヌスギ

同一株から数本株立ちしている

しかし，私の頭の中には，イヌスギが民地にもあるの III形県古口営林署艇上川流域山ノ内杉の樹型
〃
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異なるものがあるにちがいないのである。

クマスギが燐の山形でひどく不評であることはシ蜜ツ

クであったが、クマスギによく似た形態のものにぶつか

ることのできたことは，局部的なものであったが，腿と

しては大きな収穫であった。

3．鳥海ムラスギ

矢島営林署部内に鳥海叢杉のあることは有名である。

むしろ越後のクマスギよりその名がよく知られている。

6～7年前，私は鳥海山に雷鳥を探しに行ったとき，

西口の吹浦から登ったが，そこに見られるのは若いブナ

やナラの低林で，スギといえば山麓に50年生程鹿の官行

造林地があっただけ。その外に目を桑はるような鳥海ム

ラスギを見出すことはできなかった。

それが東口の矢島から登れば見られるというので，非

常に期待してでかけたわけである。

いったい鳥海山というのは，庄内平野から眺めたもの

と礎側の東から望んだのとでは，全く別秘な趣きがあ

る。到釧ﾘからの鳥海はコニーデ式で出羽富士という名前

に相応しい威容をしている。

矢島営林署のジープで鳥海の七合目付近にある鴬川製

品事業所まで昇り，そこから平坦な歩道を通って奥に進

むのであるが，この事業所付近からずっとブナの純林が

ｰ

r

、

地際近くから小枝が叢生しているもの－鳥海ムラスギ

スギと共通しているが，少し変わっているのは，小枝の

叢生位綴が少し高く二’三段になっていること，分岐直

立の位霞も非常に高いことなどが，今まで越後や中国地

方の山で得た私の観念と少し変わっている。事業所の話

では冬季の積雪は5m以上が普通だというから，こうし

た高位種の分岐や萌芽は穣雪の影響なのであろう。

それに樹高が低いことも目立つことである。西側から

吹き上げてくる西北風はお話にならない程強いという。

このことは造林されたスギでも西側面が一様に枝がもぎ

とられ，はなはだしいものは闇が出ていることでも首肯

できることであった。

私は鳥海叢杉と名の通っているにもかかわらず，鳥海

山一帯からすれば，ほんの一握りもない片隅にしか残っ

ていないことに首をかしげた。しかも自然枯損の古株も

そこここにある。それにほとんどがブナの純林というの

がクセモノなのである。少なくとも直径という外見上か

ら見た感じでは，ブナの樹齢よりばスギの樹齢の方がほ

るかに古そうなのである。どうしても火山活動とこの山

の森林成立の上には何か密接な関係がありそうである。

つまり，昔は鳥海叢杉はこの一帯に生えていたが，火

山活動による降灰などで絶滅して，今わずかにー小班を

画されるに過ぎない小区域に余喘を保っている一と。

国有林の伐採跡には．濃緑な健康そうな若い造林地が

見られた。これからのちも造林は進められてゆくのであ

らうが,その苗木はどうするのであろうか。

一

鳥海ムラスギの叢生する幹，秋田県由利郡鳥海国有林

行けども行けども限りなく続いている。こんな状態は西

斜面では想像もされない光景である。

ようやくここが鳥海叢杉の林だと教えられたところは

74林班へ小班であった。

しかもそのほかには天然杉はないというのである。小

班区画をしたのもそのためらしい。その小班は平坦であ

った。

しかも，そのスギが雪と風で，デフヲルメになってい

るが，地際近く小枝が叢生していること，数m上から分

岐直立していること，伏条性のものが多いことなどクマ

▲
て

2
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Iであるが，分布区でも．なおこの服装を保存しているのばほかにもっと本

何か割り切れない質的なよさがあるにちがいないのである。

その一つは．一見異様どころか．不細工にさえ見える

れた遺産をこのまこのマスクは，実際は容貌の欠点をかくし，すずやかな

まして伐採が進め目だけを出し，かえってそのために男性の関心を惹くた
この天烈淋の運命めのものであろうと思うのである。醜ければ醜いほど粉
奔風雪に堪えたこ飾しなければならない。しかしそうした技巧を用いずと

も，欠点をかくすことの

岩船郡山北村海岸で働くブシ 気象条件が大きくものを
、‐ィI､式の-7急碓井ぃ我菖為弓かシいうことであぁ。それ

私は鳥海描杉に相当期待してきたのであるが，分布区

域のあまりにロスされていることに何か割り切れない

ものがあった。

とはいえ，せっかく自然が残してくれた遺産をこのま

ま死蔵しておくこともないだろうし，まして伐採が進め

ば当然皆伐作業をとっているだけに，この天烈淋の運命

も間近にきていることを思うとき，長年風雪に堪えたこ

の天然杉からタネをとるな

禦
ら挿穂をとって鳥海謹杉を

継承すべきだろうと思った

4．ハンコタンナ

私はこの途中林道に勘い，

…

に興味をひかれた。ハンコ

タンナとこの辺で言ってい

る。この穫面は越後の北部

から,山形県庄内地方,北は

本庄まで見られる農婦，漁

姉のコスチュウムである。

越後ではブシ，庄内平野で

はハンコタンナ，本庄では 岩船郡山北7

いっているのでばないだろうかということである。それ

も冬季の卓越した西北風から顔の閥をまもることは，容
貌を命の次に考える女性としては当然のことである。し

かもこの地方の冬の風の強さは，海岸の砂を内陸に運ん

で，耕地を埋めつくすほどであった。そのためにこそ酒

田海岸には，立派な飛砂防止林が作られているではない

か。

女の美を逆に謡箪し，もう一つ憾潤を守るために，こ

の地方独特のハンコタンナは，かくて今でも農漁村の若

い女性にしっかり付着していあのでああ－と私は考え
たい。

スギが自らの生命を雪と風からまもるために，伏条型

になったり立条型になったりするのも，本質的には，そ

の土地の気象条件の型枠にはまるためのものであり，同

じ必要性から生まれたものであろう。鳥海山麓の

林道で働く

ハンコタンナ

フクベと呼び，名がちがうようにそれぞれ多少の変化は

あるが，顔をおおい，眼だけをだしている点にはかわり

がない。しかもどの地方にも残っている伝説は一様で，

その土地の好色のお殿様の餌食になるのを避けるためエ

夫された皇いうのである。しかし各地のお殿様が，全部

そろいもそろって好色だったとは限らないだろうし，し

かも生殺与奪の機を握って1,,たお殿様がなくなった現在

日林協定期刊行物

森林航測｜技術通信

50円(〒実費）I70円(〒'0円）
I年間280円

隔月I季刊
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灘|灘駕林政のよりどころ

朧蕊孟縦蓋農塞」
として

大崎六郎

〔宇都宮大学教授）

、林業放談、を譜きつづけてもう半年になる。早いもの

だ。編集部とのお約束なので，ココラヘンでシメククリ

をしなければならない。さて－その「はじめ」として一

においても「いまの日本では誰もが民主主義の国家・社

会の建設をめざして励んでいることになっている。だか

ら林業人だってそのはずである｡｣と述べておいた。政策

決定に直接責任をもつ政党，たとえば自民党は民主主

義・自由主義および平和主義の立場をとっているのだと

いうし．社会党も民主主義・社会主義および平和主義を

綱領としているという。だから民主的かつ平和的にもの
ごとを処理するという考え方は日本人のすべてに共通し

ているはずなのである。ところが並の指導者のなかに

は，外ではフンソ・リカエルくせに内では恐妻家もいる

し’その逆に外ではオセジがいいが内では亭主関白とい

う二重人格者が少なくない。このように口先きでは民主

主義だ，平和主義だといいながらいざ実践となるとそれ
らと逆の行動をとる人があまりにも多い．私自身もつね
に反省させられている点である。

｡△● §箔 駅：

山村や各種出先機関へ行くと，「参議院識員選挙のと

きになるとかならず『齢卜野庁長官の名前を知らされ部落
の票まとめを頼まれる」という人に出会うことがああ。

なるぼどハズかしいほどの多数の夢遊得票で当遡するの

もアタリマエである。また，中央森林群議会で「木材需
給の見通し」とやらをたて，さらに県の段階で森林計嗣
の審議をしても，議論にさっぱり熱がない。数字をイジ

クるテマとヒマをかけただけで権威のないアクセサリー

にすぎないから，実行される可能性が薄いのもアタリマ

エである。また，自分の家計簿さえツケる気もないお役

人が．個別経営計画の指導をしたところで実縦めあがら

ノ

ないのはアタリマエである。およそ民主主義の行動原理

は、上の考え方を下へオロスことよりも，声なき声を掘

り起こしてそれをいかに実現するかがより大切なことな

のである◎

私は昨年2月，本学林学科三・四年次生を対象に，「林

学教育によって養成されぁ人材には。一般的に，いかな

る特長と欠点とがあらわれていると思われるか」という

設問をしてアンケート調査をしてぷたところ，回答数は

57名であった。特長および欠点について10名以上の学生

の表現したところは次のとおりである。

騨蝋撫蕊特長＝

｜難繍護怠罵。欠点＝

要するに，「体の頑丈なポーッとしたいきものであっ

て，同種類のものは動物園に行くとすぐ見つかります」
という答のようである。

ゆ閏申
、ゆ〃
■汐●

、ひ〆
●X●

私は，政府と民衆（森林所有者・伐出業者・労働者）

とがまったく一体であれとは思っていない。政府を織成

するのはあくまでも責任ある意思決定者たちであるから

である。だからその意思決定は，選挙民や一般民衆の決

定とは一応別のものと考えてよいが，しかしそれは権威

の上に立ってなされるべきであって，権力と混同しては

ならない。そして自分は、人民のために、行動している

と信じていても，自分の決定の影響を受ける人たちから

の要請に応じて、クソ意地を張らずに決定を変更する気

持をもたない意思決定は、人民によって竜支配されると
はいえないのである。

とにかくこれからの日本の林政は，問題点を民衆のな

かに深く大きく根を持ちながらしかも政治の方向を転換

させなければいけない時点に立っていると思われる，し

たがって林政が，国の財政政策・貨幣政策。企業政策・

通商政策・労働政策・所得維持政策・農業政策などのな
かに位置づけられているという高い次元をおたがいユメ

忘れることのないようにしたいものである。

× ×

× ×
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がはなはだしく，そのあやまりを訂正するため明治2ろ年

農商務省訓令および明治32年法律をもって「国有林野の

下戻」を実施しなければならなかったこと，ならびに，

この法律公布後昭和11年頃までの実績を承ても明らかで

ある。

ロー■＝｡■Ⅱ■主■哲唾ーｰ－

一

自 由言命進薑

Ⅲ||川Ⅲ川ⅢIMII 種別｜件数｜繭 積
一

2,074,000ha

504，000

下戻申

同認

請
可 ’

20，675

1，355

国有林野解放反対説

に対する疑問

一明快なるご教導を乞う一

この下戻実績で，認可されたものの少なかったのは，

林学博士植村恒三郎著（著書名略す）に記述されている

通り，権利思想の普及されなかった時代で，しかも20有

余年もさかのぼった古証を検索し，書面による確証を要

件とされたためであって，決して民有にすべき事実がな

かったためではない。このことは同一の歴史沿革を有す

る林野で一方は民有林，他方は国有林になっているとこ

ろが随所に散見される。かくのごとく権利関係の暖昧な

土地を官民有区分するのに，行政的作為はなく，事実の

象を基礎として定めたというのは理不尽と思う。

なお，国有林は主として封建時代の藩直営林および社

寺有林から成立しているようであるが，これらの林野面

積と国有林野面積との間に相関関係なく，東北各県に国

有林が偏在している事実から人為的（東北民のいう懲罰

的）な官民有区分であったように思われるが，これらの

事実はいかに理解したらよいか。

2．国有林野制度の改正

反対説によると「わが国の国有林野制度は明治52年の

閣議によって確立したものであり，また国有財産法に国

有林野の保存主義および国有財産の防衛のための立法条

文があるから，国有林野経営の合理化を主眼とする解放

はよいとしても，国有林の解体を意味する今次試案にば

反対である」と述ぺられている。

まことに不可解である。それは国有林野制度が，国

家･民族の発展のため必要欠くことができないから，変

革には反対だというなら納得もいくが，閣議決定がある

とか，法律に明文化されているからというのば，巷間に

聞くことのある「封建時代の造物的お役所」とか「国有

林一家」とかいうものを堅持するための口実にしかなら

ぬと思われる。

戦前，不磨の大典と信じ，信じさせられてきた大日本

帝国憲法すら改廃され，制定後まだ日浅い新憲法すら改

正問題が論議されている現在である。国有林野制度だけ

は変革できぬという理由がわからない。

特に，国有林野の偏在是正ならびに農林漁業構造改善

等々のため，相当広範囲の開放が行なわれても，国有林

一

堀余七郎

〔福島県林業改良普及協会理事〕

はしがき

国有林野の比重が大きく，日常の自家用薪炭材にも事

欠き「あの山が国有林にとられなかったら騒ぎ（国有林

盗伐）も起こらないですんだのだが」という村人達の話

を聞きながら育ち，その後も民有林関係にのゑ生活の糧

を得てきたためか，国有林野の解放も是なりと思い続け

てきた。

ところが最近，国有林野解放問題が政治化されるや，

わが国における権威ある林学者および元林野官僚の元老

と目される大部分の諸先生が，反対意見を述べられてい

るので，あるいは私の考え方が近視眼的な視野からの象

見て，まちがっているのではないかと思い，かなり多く

の反対意見書を読んで承た。

浅学非才のためか，どうしても納得のいかない点が多

い。このことは民有林関係者の内にはかなり多くの人が

おられることとも思われるので，雑瀧木のような私ども

の蒙を開く意味において，恐縮ながら何分のご教導を願

う次第である。

1．国有林野の成立

国有林野解放反対を唱えておられる諸先生の説（以下

反対説という）によると「わが国の国有林は明治維新の

当初，封建時代における林野の権利関係を基礎としてロ

ーマ法的所有権を国に設定したもので，行政的作為によ

るものではない」と述べられている。

ここに大なる疑問がある。それは明治維新の当時にお

いては，権利思想そのものもまことに幼稚な時代であ

り，特に官民有区分査定の精神も民間に徹底していなか

ったばかりか，査定対象の土地の権利関係が暖昧であっ

たことである。このことは，官民有区分査定のあやまり

凸

＝

遇
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野が残存する限り，制度の改正はあっても解体とはなら

ぬと思われるが，国有林制度を解体す為がごとき今次試

案とは，いかなる試案を指しているか不明である。

3．国有林野の現況・

反対説によると「わが国国有林の大部分は地理的に不

便な最奥地に位し，国土の屋根に当たる背梁部，主要河

川の水源地を占め，その自然的条件はきわめて不利な地

域に属しているので，開発経営にば高度の技術と巨額の

長期資金および-|-分な公共的配慮を必要とするから，解

放は絶対に許されない」と述べられている。

一応，ごもつとものようでもあるが疑問点も多い。第

一奥地水源地帯（以下奥地帯という）には村落も住民も

存在していないのならいざ知らず，多くの奥地帯には，

国有林制度ができぬずっと以前から村落があり，祖先の

人々は地元住民の山として自由に利用してきたものであ

る。それが軒の下から国有林という目に見えぬ鉄条網が

張りめく'らされ，地元住民は一本の草木も自由にならな

し､。人口は増加して来ているが耕地は少ない，子,年孫を

lこいたるまで国有林の雇傭人夫では末が案ぜられると考

えた場合，生活の基盤を国有林の解放に求めず他のどこ

に求むくきだというのだろうか。

次に，国土保全と国有林の関係であるが，気象災害は

国有林の多い東北，北海道の奥地帯よりも，むしろ国有

林の少ない西日本に多い。このことは林野の所有形態の

いかによるものでなく，絶対的降雨量や台風強度等に支

配されるもので，奥地帯云掩ということは理由が乏しい

と思う。

さらに，奥地帯の開発経営には高度の技術と，巨額の

長期資金を要するということであるが，戦前ならいざ知

らず現在においては，国有林と民間との技術較差はなく

なり国有林労務者の大部分は地元住民であって象れば，

何も国有林でなければならぬ理由はなく，かつ資金面に

おいても，解放林野の経営融攪諦ﾘ度を確立する場合，問

題ば解決しうるものと思われる。諸先生は国有林を解放

した場合国は技術指導も融資制度の確立等，いっさいの

責任ば無いという見解でもあるのだろうか。

4．諸外国の国有林制度

反対説によると「欧米諸国はおいては水源酒養その他

土地保全，産業資源政策の意味で国有林野を漸増してい

るのに、これを解放することは後日に悔を残すものであ

る」と諸国の漸増例を示している。

欧米諸国で国有林が漸増していることは確かかも知れ

ぬが，しかし，それらの国の国有林の比率や人口1人当

林野面積を調べて象ると表の通り，わが国の林野占有

率，国有林率等世界最高級にあるのに人口1人当林野面

横憾最底位級で．特に国有林の位置的配分等は，全く非

科学的である。この偏在を是正するための解放がなぜ是

認できないだろうか。

各国所有形態別森林面積（面積1,000ha,率%)

穀誌綱熟|蘇織
スエーデン41,060

西ドイツ24，320

仏国55,050

フインラン30,540ド

アメリカ918，388

日本36,966
一

5．国有林の地元施設等

反対説によると「国有林は地元村落に対し，木材の売

払，林野の使用収益，雇用等諸般にわたって地元経済に

寄与しているのだから排撃される理由なく，またいかに

地元村落に奉仕すべきだといっても国有林経営を犠牲に

して行なわれるべきでない」と述べている。

これほど，矛盾した説はない。大体，国有林経営を縦

性にせずして，地元経済に寄与することが可能なのだろ

うか，両者の利害が一致するものなら国有林解放問題は

起こらなかったと思う。現に，地元住民の要望切なる，

自家用用薪炭材の払下，部分林の設定，借地等いずれの

場合においても，要望数壁よりはるかに低く，価絡，料

金等は概して高く，しかも労賃は他産業の労賃より低

い。その上，労務者確保のため，愛林組合等による半強

制的な出役割当が課されて，他に有利な働き口があって

も働きに出られないことすらある。

これで，国有林は地元経済に寄与しているといいうる

だろうか。むしろ，国有林の経営が第一で，その他の使

命（地元施設等）は犠牲に供されているというのは過言

であるだろうか，疑問は消えない。

むすび

反対説を読み検討すればする程，国有林野解放期成同

盟会の方々から，よく耳にする「林野庁は国有林野行政

いや国有林会社の運営重点で，民有林行政など考えてい

ない」ということも，あるいはそれが真実ではないかと

迷うことすらある位である

現実を知っているものとしては，かかることは絶対に

ないと確信しているが，国有林野解放に対する反対理由

だけは，どうしてもわからない。

教えを乞う者として，礼を失することがありましたら

どうぞご寛容の上，雑識木のような者の蒙を開いて下さ

るよう祈ってや象ません。
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林 業の

収益性計算
■ｲー堅■一口＆ﾛーー＝一一●一

平 田種男
〔東京大学助教授〕

林業の経営にはソロバンでゆける面と，ゆけない面が

あるとかんがえた上で，ここではそのソロバン面の承を

とりあげる。しかも単林（間断作業の単個林分）のもう

けば，本来わけのわからないものであるという所から出

発する。しかし，そのわけのわからなさを，せめて最小

にして，もうけの年率（収益性）を表現するためには，

このようなモデルはどうであろうか－というのがこの

小論のねらいである。

まず，林業経営の「はんい」を苗畑から「もより」の

市場まで，すなわち，種植彗伐出とする。経営がかいて

んをつづけるためにである。育林業をつづけるために

は，それが単林であっても，連林（連年作業の林）であ

っても，売った立木を，伐って，そして出してもらわな

ければならないからである。つまり，この「はんい」は

保続一一間断作業も広義の保続とみて－－の条件であ

り,gomgforestryの最小の「はんい」である。

売上げ(丸太)eの原価を，造林費(かんり費をふくむ

ものとする）‘と，伐出費jとの和左(=c+2)とする。

ただし，造林費cは，単林では，再生産のための時価と

する（連林では生のあたいである)。伐出費は，いわゆ

る立木価格をもとめるおりの，「もより」市場室でのも

のである。このような原価の定義は，やはり保統の条件

を満すためのものである。

さて，このモデルでの成果(1－ん),すなわち，丸太の

売上げeと，その費用（もしくは原価）たとの差（いわ

ゆる直営の成果）は，いわゆる立木売りのばあいの成果

(s-c),すなわち，立木の売上げs(=e-',実際は，

sではなく,s':=g－ｵ，蕊＊は伐出屋の利潤率で
1+R*:$

あるが）と造林饗cとの差にひとしいが，この成果

β一ﾙ(=s-c)を生む盤用はんであるとゑる。つまり，青

林屋での立木売上げsと，造林饗cを，それぞれ，この

モデル内での収入，支出と鍬，このモデル（直営）での

丸太の売上げcと，その原価ルを，それぞれ収益，費用

とみる。

そこで，上の成果(g－ん),またはそれと同額の(s-

c)を費用〃で割ったものを，郡年間("は伐採齢）の収

益率("R)と承る:一堂ﾁー 且ーデ="R
〃年間の林業投入はたのみで，それ以外でないので，

ここでは単利をとらないわけにいかない。ただ材錐の成

果（率）をもとめんとすれば，利子は－地代も利子の

なかまとして－費用でないからである。

上から，材諜成果の年率Rは：

R=令書=-誌皇として示さ鯉る。
ここで，連林では，全経営面穣Tを，最近数年間の

年平均作業面稜／で割ったもの－→ZMfを瀧とする。/

は最近数年間の年平均造林面積と，年平均伐採面澱との

中で，小さい方をとるものとする。確実なかいてんを期

待すべきためにである。しかし，造林が伐採においつか

ないときは,c(または〃)には，未払い造林費をふくま

せる。これも確実なかいてんを期するためにである。

s･fae,したがってオは年平均実行通をとる。それ侭実

現されたものであるからである。

この経営体の評価を，原価として虎とする。遮林では

たの郡倍とする。2砿はひとつの評価にすぎないが,未実

現の立木時価，または期望価などと全く同格の未払い饗

用価と承るか，または，過去の伐出・造林費－それに

よって本年の丸太がうれた－の時価による再評価（再

生産価）とゑるか，どちらでもよい。

収益性計算のための地価一一経営の原価としての地価

をゼロとみる。土地収益価の原価一収益実現以前の値

がゼロであるということは収益価の宇雛に従うことであ

り，また，収益価は地代のかん元価であることによる。

よって，経営の資産としての林業経営に必要な総賓本嘘

だとして，さきの〃R式の分母に一致する。経営が保有

する森林の，財産としての評価は，必要に応じて，時仙i

で行なうこと，それを経営の資産童たは資本とみること

は全く自由であるが,ただそれを,生産業としての経営の

収益性計算のおりの分母にもってくることは，まちがい

であろう。そこで〃を単林での,K(="た）を連林での，

収益性計算での資本とみる。土地を購入したときは，も

ちろん虎の外に，ただし取得原価でこれを加えて資本と

する。永久林道の投入もこれとおなじである。林道の雑

－51－

〆



､

‐

持費は，もとより〃にふくませる。

かくて，年成果（年林利）た庇を分配して資本だの要

求する利子（または利潤とよばれるもの)"R*(R諾をそ

の年率とする）と，その残り－地代一とする。地代

をRまたはR器でかん元すれば：

B="(1-R*IR)または，

B'=ん(RIR侭－1)として，

土地収益価がつかまれる。それは林業経営の実絞であ

り成果である。土地生産業としての林業は，「林産物」

を－その価値を－生産すると同時に，上のような地

価を造出する（林業が地代を生む）とかんがえられる。

Bノはいわゆる原理論的な地価であり，その限り抽象的

であり,Bは現実的な．それゆえに余り論理的でない地

価である。ちな象に，土地期望価とB'地価との間をB

地価が,R童たはR器の変化に応じてうごく。

なお，間伐収入があるときは，主伐収入のおりの単価

でeまたはsにふくませる。連林でなら生のままでそう

する。

上のモデルの骨組は，いわゆる生長価(s-c)の識用

をcとせずに，それを実現するためのわれわれの投入ル

と詮たこと．重た’いわゆる利回り計算が，金融との比

較計･算であるのに対して，これは，ひとつの経営計算で

ある点にある。何年か前の投下資本の回収（同じよう

に，本年の投下攪本の，何年か後での回収）という形式

での林業資本の効率（収益率）を考えることは，過去の

価格の現在価への引直し(同じく将来の価格の予測)が，

いかにうまくいくとしても，ひっきょう，それはわけの

わからないものであるか，気体必程度であろう。ここで

はそのような求め方から離れて，ともかく，すでに続け

られている現実の林業経静-goingforestry-にの

ゑ着目する。林業の創業は投賛論であり，林業の現経営

は投資論とは全く別であると考えるからである。ところ

で,gohngforestryでは投費論とちがって磯用と収益の

対応は同時(同年)である｡というようなことは,連林の経

営を想定しているようであ為が，単林でも同じであろ

う。z‘年前の造林費，それ以降の諸饗用も，本年の丸太

(茜たは立木)の売却決定によっての験現実に謎用となる

と采られろからである（溌用の実現主義)。それまでは

眠れる費用であり，もようによっては永久に眠りこむこ

ともありうる。売却決定の刹那に，その収益に対応する

費用の一部として呼び起こされるまでは，山を緑にする

効果があるとしても,収益計算にとっては,レアルな意味

をもちえないと考える。（注＝ここでは盗源論を経営論

とは独立な別はんちゅうとする立場をとる）いわゆる林

木生長価は，上の考えの対極であり，あたかも，蚕だ亮

らない前から，株式の値上りを，ただちに「もうけた」

と考えることであり，全く反レアルである。だが生長価

の非現実性はこれだけではない。生長価は結局「地価B

と造林擬cから生れる」と象ることが最も非現実的であ

る。生長価の考え方は，いわゆる土地純益説そのもので

あり，さらに，いわゆる林業地代論の見解一一造林費が

ゼロのような原生林の立木価は地代であり，それを土地

が生むということも，これらと全く同質であり，反レア

ルにして幻想的である。

林業純益(s-c)から，造林資本の利子合計を差し引い

たものが，土地資本の利子合計である，記号でかけば：

(s-r)-c(1.0pu-1)=B(101叫－1)

という関係から求められた地価が土地期望価B趣であり

地代論では,力の代りに平均利潤率をもってして,上式の

右辺を郡年間の地代と考え,C=0のような原生林では，

上式から，立木価s＝地代と考えているようである。つ

いでだが，同じく上式からの：

s-c=(B+c)(1."鯉－1)において，所与のs，c，

Bによって求められた力が林業利回とよばれ，上式で地

価の項を省き,s=C1.0か‘から7S9Cをあたえて求めた

力が造林の利回りとよばれている｡これらの基本はB泌式

の考え方，つまりは投資論（回収論）であろう。さて，

人工林での純益s-cを生む基体（林業資本）は,B"説

でいわれるように,土地および造林資本であり,原生林で

の純益sを生む基体は，地代論でいわれるように，土地

であると考えてよいかどうか？投資論では，そのよう

に考えて十分であろうが,goingforestryとしての現実
の経営論でほどうであろうか？さきに述べたように，

s－cを生む力はpe|－ルを生む力と同力で，それはzと

cとの同時の和（＝ん）である。そして単林の（計算）

年純益(s-c)/〃はルから，連林の（現実，しかし最近
の平均としての）年純益(s-c)または(g－た）は雌(=

K)から生まれる，と考える,立木売りでは,#は経営に

不可欠の他人資本であり，これと自己資本cとを併せた

ルまたはKが不可欠の総資本であるとみる。原生林の立
木価sは,まず,伐出費fの利潤の一部と承られなければ

ならず，そのあとで，これを立木価とよんでもよく，地

代とゑてもよいが，始めの見方が根本であると考える。

このような考え方から上掲の地価式が象ちびかれる。

さて，丸太の生産価格は,本年の伐採全面で,その林分

の伐採齢(")に当る輪輝咀でもって，今後連年経営をや

るとしたときの年伐採面での菱用〃なと，そのときの林

業資本ルが要求する利潤4R*とから,(た/")+"R掌とな
る。しかし，実際は全面から伐られているから，上の灘

倍で,z!(("/")+"R*}→ﾙ(1+zfR*)が丸太の生産価格と
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1

(1-8/11.8)＝21万円/haとなる。かん元利率EをR(e)

として配(s)としなかったのは，土地の収益力の最高値

を求めるべきだとゑたからである。

かくて，林業経営の資本一一単林での虎，連林でのK

(＝"た,"=Z7/)－こそ維持されなければならない｡そ
ダ

れなしにはgomgforestryが停止するからである。連

林でのKは，土地と林木との和としての手にふれうる

森林ではなく，手ではふれない諏個の丸太ストック（在

庫）の価値（原価）とみられ,Kはまた，年凌変動する

が，変動するものとして，維持されなければならない。

Kは森林を包む林業資本であり,Kが林産物の価格を規

定し，かつ地代を生糸，地価を規定するものと考える。

以上の見解は上述の費用をAまたはKとし，これを林

業も喪本として規定したことである。

なる。

立木の生産価格は，丸太のそれを介して，通常の逆算

から,{A(1+z'R*)/(1+Rk*)}一＃となる。たとえば，伐

採齢50年，利用材積500m8/ha,伐出饗1,500円/mmでZ＝

0.15（万円)×300(m3)=45万円,C･=20万円/ha,R*=

0.1,R**=0.2とおくと，立木の生鐵､絡は285万円と

なり，単価は1万円弱となる。もし，この立木が単価1

万円で売れたときでも，この経営の収益率疋(s)は,R

(s)=(300-20)/50×65=8.6影となり，しかし丸太にし

て1．5万円でうれたときは,この直営の収益率R(g)は，

R(9)=(450-65)150×65=11.8%となる。このような林

地の価格はどのくらいになるだろうか。儲丘の平均では

造材資金の利子率は5.5％，伐出費金の利子率は，市中

銀行の実質利子率として9％であるとして，〃の利子率

を（20×5.5＋45×9.0)/65から約8影とすれば,B=65

一

屯
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いネマガリダケなどでは，おおよそ10メートルおきに幅

0.5メートメを刈り払って作業歩道をつくる必要があり

ます。使用量は，密生率，土質などによって多少違いま

すが，枯殺効果はだいたい成分量に比例します。70影含

有のものを用いる場合，適当と思われる1ヘクタール当

りの平均散布量は次のとおりで，散布手間は，動力機で

1ヘクタール当り3～4人です。

ネザサ，スズタケ70～80キログラム

ミヤコザサ，クマザサ100～110〃

ネマガリダケ160～180〃

効果の現われ方は，初め葉が萎縮し，数日で枯れ始め1

～2カ月で枯死します。散布後2カ月程度で効力がなく

なり植栽木の植えつけができますが，立枯れたササが硬

化して刃物がはいりにくくなる難点があります。しかし

普通に刈払ったものより燃えやすくなりますから，雨期

でも火入作業がたやすくなる利点があります。火入れの

できないところでは，散布後1年おいて植えつけするこ

とが得簸です。取り扱い上の注意としては，引火の危険

をなくするために，使用後は作業衣，手袋などを水洗い

しておくことです。

このほか，1ヘクタールあたり，ササナクサ，キルジ

ンA粉剤40～50キログラム，夕・イパー粒剤50キログラム

パラコーI､液剤5リットルの散布も有効です。また．T

CAを1ヘクタール当り75～100キログラムまきます

と，枯れたササが硬化しないで，ボロボロに腐ることが

わかり，すこぶる有望視されています。（林試三宅）

園相識室
尋
：

質問ササ枯殺剤の種類とそれぞれの使用法をお教え下

さい。（群馬県s生）

答ササの枯殺には,塩素酸塩を主成分とする薬剤が用

いられ，よい成績をあげています。以前は，火気その他

に心配のない，塩素酸石灰を主剤としたクロシウムが使

われましたが，安全につくられているだけに，散布艇が

やや多いなどの関係で，人手のない今日では，持ち連び

がたいへんだというので，近頃,j撒素酸ナトリウムを主

成分とするクサトール，クロレート，デゾレート，シタ

ガリンの4製品が主に用いられています。これらには粉

剤と粒剤があって，棚砂や鉱物質などをまぜ，有効成分

量を50％，70％にしてありますが，最近，80影，90％の

製品や，まきむらを防ぐ．ため，赤く着色したものなども

出回っています。粉剤と粒剤では，速効性，遅効性の違

いはあっても，最終の効果にはあまり差がありません

が，風による飛散を防ぎ，幼い植栽木に薬害を与えない

ため艇，下刈地には粒剤が適しています。使用時期は，

日光，湿度，水分の多少などにより効果に差があります

ので，生育の盛んな5～8月がよく，粒剤は手まきもで

きますが，普通散粒機または散粉機が使われ，背丈の商

へ
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（1）製品生産による素材の処分のため調査を行なう場

合

（2）民有林界の伐開を行った場合におけるその伐採木

の調査

（3）窃盗又は錯誤によって搬出した素材の調査を行な

う場合

（4）誤って押印した払極印をまつ消する場合

（5）売払した根株の跡地検査をする場合

㈹当初撤出期間10ケ月で販売した用材立木の擬出延期

の出願があった営林署長が承認できる最大限の延期間

は次のうちどれか。

（1）ろケ月，（2）5ケ月，（3）8ケ月，（鋤10ケ月，

（5）1ケ年

M11立木又は素材を一般競争入札に付する場合，公告に

表示する入札保証金は次のうちどれか。

(1)入札者の見積る契約金額の六以上

器可以上（2）〃

T:面以上（3）〃

器以上（4）〃

念以上（5）〃

M2)販売業務の簡素化について通達されているが，次の

取扱いで誤っているものはどれか。

（1）製品生産資材の調査はピッテルリツヒ法等によ為

ことができる

（2）製品生産賓材棚i格の評定は林班別，用，薪別に算

定する

（3）立木を内部振替して使用したときは，搬出終了後

に跡地検査を行なうものとする

（4）内部使用を目的とする立木調査は担当区主任が行

なうのが原則である

（5）立木の胸高直径測定は平地林においては任意方向

一方差しとする

(側自動車2級の林道規程で定められている制限逆勾配

は次のうちどれか。（但し特別の場合を除く）

（1）5影，（2）6影，（3）8影，（4）10％，（5）12％

“練石積の尻飼石の適当な大きさは次のうちどれか。

但し，コンクリートnl2当り0.2m3

栗石、翌当り0.25m3使いの場合

(1)10cm末満,(2)10cm以上,(3)15cm,(4)20cm

㈱法長5m程度の普通土砂盛度の標準法勾配は次のう

ちどれか。

（1）8分，（2）1割，（3）1割2分，（4）1割5分，

（5）1割5分（おわり,他に国語,数学,社会あり省略〕
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養成研修普通科選考試験

〔実務問題〕

鋤製品生産原価の構成に影響しないのは次のうちどれ

か。

（1）事業課長の旅費

（2）造材歩止

（3）事業所の新設経費

（4）立木資材調査経費

（5）伐出途上の減耗

鯛従来の造材木機械集材にくらべて全木集材作業の有

利な点の記載のうち誤っているのはどれか。

（1）集約的な利用ができる

（2）功程の上昇により生産饗が低減できる

（3）林地の崩壊を防止できる

（4）地栫費の節減をはかることができる

（5）公務災害を減少させることができる

㈹木材の利用上より見た伐木の季節として最も悪いの

は次のうちどれか。

（1）春，（2）夏，（3）梅雨期，（4）秋，（5）冬

剛次の国有林野の立木販売予定価桔評定公式の説明で

誤っているのはどれか。

公式"='(7会ア-B)
X=璽卵･〃一c

(1)/･･･…利用率

(2)A…･･･製品市場単価

（3）ノ・…･･搬出期間（月）

（4）γ…･･･収益率（月）

(5)X･･････立木販売予定価格（総額）

細日本農林規格の品等区分で次のうち誤っているのは

どれか。

（1）針葉樹Zl､の素材．．…･･……･･･……………2等級

（2）〃中の素材･･……････……．．………5等級

（3）〃大の素材…………･･･････．…･……4等級

（鋤広葉樹径24cm以上の素材…．．……･…4等級

（5）〃径24cm未満の素材…･･･"……2等級

鯛国有林野産物極印規則による山極印を使用しないも

のは次のうちどれか。
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◇社会党，林業施策に関心深し

社会党は第23回定期大会，最終日

の2月24日「国有林労働者の雇用安

定法」の成立促進決議と11章36条か

らなる森林基本法の今国会提出をき

めた。

骨子は次の通りである。

第1章総則（目的，国の責任）

第2章森林計画等（森林基本計画

森林実施計両，森林計画）

第5章財政と金融（予算の確保，

資金の確保）

第4輩土地の所有と利用（土地の

所有と利用，山林の国有，公有，

私有の区分）

第5章保安施設と治山（保安林制

度の整備強化，治山事業の強化，

公安，防災，観光開発の調整）

第6章林業経営の向上（林業の共

同経営，森林組合の強化と機榔上

造林の促進，農業付属的林業の近

代化，林業の整備）

第7章木材価梧安定と流通合理化

（国有林の価格誘導,中小素材，製

材業の協同化，森林組合の木材等

の協同販売，中央，地方木材市場

研究,指導普及技術者養成）

第10章林野行政穣構の整備（国有

林野特別会計の明銅k，国有林行

政の民主化一般行政の指導）

第11章森林計画会議等（中央森林

計画会議，地方森林計画会議地

域林業協議会）

なお同日国有林解放運動に対する

反対の決議も行なった。

◇永大産業が奨学金制度を実施

永大産業では，木材産業を振興す

るため，有能な人材の養成を目的と

して奨学金制度を創設した。木材産

業関係者とその従業員の子弟で応募

時大学に新入学した者，毎年100人

づつ1人当り1年間5万円を卒業時

まで支給する。応募先はョ全国の永

大産業の第一次特約店または，登録

販売店

凸b捌

霊

＝

の整備，タI材の輸入）

第8章山村振興と林業労働者等の

福祉向上（山村住民の所得の向上

林業労働者の雇用安定，労働条件

と社会保障の拡充，山村の生活文

化環境の整備）

第9章試験研究と指導普及（試験

や

宮
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１
１

‐総会そのほか開催予告一一

本年度・通常総会（第18回）およびそのほかの行事を次のとおり開催の予定です。

5月28日（木）第10回林業技術コンテスト

5月29日（金）第18回通常総会

5月30日（土）支部幹事打合会

時間場所等確定の上ば次号でお知らせします。

社団法人日本林業技術協会

１
～
３
，
，
３
，
う
う
ｊ
，
、
く
く
：

日本協：航空写真テキスト

塩谷勉：世界林業行脚

日本協：図説空中写真測量と森林判

読

千葉修，真宮靖治：苗畑における土

壌線虫の被害と防除（最近の林業

技術シリーズNo.1)

は，本会で負担します。

◇ご注文の際には「会員」であるこ

とをご明示下さい。

◇代金はなるぺく前金でご送付願い

ます。

◇ご送金はなるべく振替貯金をご利

用下さい。また郵便切手をもって代

用していただいて結幟です。

鈩

会務報告
一

◇林業技術編集委員会

3月6日午後3時から本会におい

て開催。

出席者：石崎，鈴木(郁)の各委員

と本会から松原,橘谷,八木沢，中元

◇森林航測編集委員会

ろ月11日午後2時から本会におい

て開催。

出席者：山田，中島，持田，正木

の各委員と本会から松原，橘谷

◇近監事栄転

本会監事近貞一氏（王子造林KK

企画部長）砿同社名古屋事務所に栄

転され，3月23日赴任された。

◇出版事業

3月に次の通り本会から刊行した

~

●
■
、
巴
●

図書の販売について

会菱について
一一ｰー

正会員年額600円(学生400円）

特別会員〃11000円

（4月1日～翌年3月末）

正会員の会費は，前期分について

は，6月末までに，後期分について

は，12月末までにお納めいただくこ

とになっております。58年度分を未

納の方は至急お納め願います。

◇本会から発行している各種の図書

については，会員の方に限り定価の

1割引といたします。ただし林業手

帳とか林業ノー1､，森林銃測，林業

技術通信など特定のもの，および特

に会員価格を規定しているものにつ

いては，この限りではありません。

◇送料ば実費を申し受けます。ただ

し,10冊以上まとめてご注文の場合

一

足いただくには，余程の薬味のきいた身のある内容を盛

らなければならないだろうと思われますので，会員の皆

様方の絶えざるご叱正をお願いする次第であり宣す。

（橋谷）

し編集室から旬

魅力とは一体何であろう？

これはまことにむずかしい問題であります0百人百色

「ほれたらアバタもエクボ」とか「タテ食う虫もすきず

き」などのたとえの通り，とらえどころのないものかも
知れません。

会員諸氏の日刺棚に対する最大の魅力は？といえば

結局協会機関誌「林業技術」ということになると思うの

ですが，「アバタもエクボ」とほれてもらうにはどうす

ればよいのでしょうか？

会員倍増運動によって15,000名にふくれ上がり，目標

の20,000名の線にジリジリと増加しつつある大会団の’

すべての会員諸氏に，56頁立のこの小冊子の魅力でご満

K

昭和ろ9年4月10日発行

I

林業技術第265号
編集発行人松原茂

印刷所大日本印刷株式会社

社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地

雁鯖(261)5281(代)～5

（擬犠璽京60“8瀞）

発行所

－36－
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千葉服馬商店
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イ 蕊
東京都千代田区丸ノ内2－18(内外ビル）
機械部新宿区新宿2－8(木原ビル）

電話東京（341）7740

草

画

塁癖

アサヒ

ナロープコロ一

?
↓

273748

253319

263782
特許番号１

今

日 製綱所株式会社朝
大阪市東区北浜3丁目5蕃地(大阪神鋼ビﾙ）電話大阪(202)6091~6094･55"
大阪府泉佐蜥|鵡原2028番地の2電話泉佐野局505･506'290･2483.,農貝②7432
束京都中央区西八丁堀2丁目19番地の2電騒(551)4103}4104･5487

本社
工焔
東京支店
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OMARKINTERNA『旧NAL,LTD｡
ｰ本社米国ｵﾚゴﾝ州

工場ポ－卜ランド市
2100S.E.MILPORTROAD
PORTLAND22,OREGON

工場・支店・取扱店世界各国

＝、
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いずれのチエンソーにも
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木 建設に
で最高性能
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特 長

操作簡単
強力耐久

軽量
移動容易

その他

AA型土建用ウインチ

各種索道器具
ワイヤロ－プ

チエンソー

索道設計・架設エ事

Ｉ
》
↑

■

、

長獺鉄蕊,所
株式
会牡
本社三重県名張市上八町遜話218．387
束京営業所東京都江東区深川永代2の9誕鰭（641）2519
奈良営業所奈良県樋原･市内膳町趣鰭（大和橿原局）3935’



●最高の性能を誇る ●●●●●●

WestGermanyStihIChainSaw

己田到虫スチークLヂエンソー
傷害保険付強力ダイレクトドライブ式

自動調節チェーン給油装置ダイヤフラム気化器

伊藤萬株式会社機械部。１
１

Tel(271)2241(代）

TeI(21)1411(代）
大阪市東区本町4の49

名古屋市中区御幸本町4の19
東京都中央区日本愉大伝馬町2の6

TEL(360)7211(代表）
1

’
~

I

１
０

(総代蝿店ﾘ務所)'東京都千代田区内幸町2の3(幸ピル内）唯湘591H0709.0783番
北海並ブロック取扱所*畷市北四条西51.目北海遊林梨会館内′rEL(3)2111
側東蝋北プロンク取扱所il〔京都江東区深川1'RI1W仲町加)4緬紬制1"1750.4576.7731.7828番
II'部.北睦.関西.中[E].四則ブロック取扱所大阪IIf浪巡Ⅸ卿りF町1()17砿締雛,1"6255|～7瀞
jL州ブロック取扱所擬崎市本龍町26NIM3)"35211f

椴械部

札幌支店
東京支店
大阪支店
長崎営業所
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三國商工株式會社
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■技術革新をめざすマッカラー
。

山 は待ってる！
日本の数知れない森林地帯、山あいを
ぬって、峰いエンジンの音が流れる。
チェンソーと共に生き、世界にマッカ

ラー社の名を冠したマッカラーチェン

ソーが、今日も山の人たちと、作業を
つづけている。 （
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